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第 １ 章  委 員 会 関 係 

 

 人事委員会は、地方公務員法第７条第１項の規定に基づく条例により設置された中

立的かつ専門的な人事機関であり、３人の委員で構成される合議体の執行機関である。 

 人事委員会の権限は、職員の採用及び昇任に係る競争試験及び選考の実施、給与等

に関する調査・研究及び報告・勧告、勤務条件に関する措置要求及び不利益処分に関

する審査請求についての審査、労働基準監督業務としての職権行使など、人事行政全

般にわたるものである。 

 人事委員会は、人事委員会会議規則に基づき、定例会及び臨時会を開催している。

令和元年度は、定例会を２４回、臨時会を５回開催した。 

                                               

１ 人事委員会の構成及び運営 

 (1) 人事委員会委員 

   委員は、知事が議会の同意を得て選任し、任期は４年である。 
 

職 名 氏  名 在任期間 前職等 

委員長  武 笠 正 男 平成30.3.31～ 

[委員長在任 平成30.4.2～ ] 

(現)弁護士 

委 員  森 谷 弘 史  平成30.12.27～ (現)マレリ㈱会長 

 

委 員  小 島 貴 子  平成27.12.28～令和元.12.27 (現)東洋大学理工学部生体医工学科准教授 

委 員  関 口 和 代  令和元.12.28～ (現)東京経済大学経営学部教授 

 

 (2) 委員会の開催状況 

      委員会の開催状況は、次のとおりである。 

    年月 

区分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 計 

回 

数 

定例会 ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２４

臨時会       ２ １  １   １ ５

計 ２ ２ ２ ２ ２ ４ ３ ２ ３ ２ ２ ３ ２９

付 

議 

事 

項 

議 決 ６ ４ ２ ６ ４ ６ ７ ９ ６ ８ １２ ２４ ９４

協 議    １ ２ ５ ２ １ ３   ４ １８

報 告 ５ １  ２ ３ ３  ４ ４ ３ ４ ３ ３２

その他 １     ２  ２  １  ６

計 １２ ５ ２ ９ ９ １６ ９ １６ １３ １２ １６ ３１ １５０

31 年 2 年 元年 



 
 

２ 事務局の組織及び事務分掌 

（令和２年４月１日現在） 

 

(1) 組織図 

                          <総務担当> 

                              主査１※、主事１※、会計年度任用職員１ 

             総務給与課長  副課長      ※労働委員会事務局の総務担当を併任 

                

 

 

                          <給与制度担当> 

                          主幹１ 主査２、主任１、主事３ 

 

事務局長  副事務局長 

 

 

 

                          <審査相談担当> 

                          主幹１ 主査２※、主任１、主事１ 

                              ※ ボイラー等担当主査１名（本務河川砂防課） 

 

 

                          <採用試験担当> 

             任用審査課長       主幹１ 主査２、主任１、主事４、 

                              会計年度任用職員１ 

 

 

                          <昇任試験担当> 

                          主幹１ 主査２ 

                                                    

(副事務局長兼務) 



 
 

 (2) 事務分掌 
 

 《総務給与課》 

  〈総務担当〉 

  １ 人事委員会（以下「委員会」という。）の会議に関すること。 

  ２ 委員会の広聴及び広報に関すること。 

  ３ 事務局の組織、人事、給与及び服務等に関すること。 

  ４ 委員会の委員等の位勲、褒賞及び表彰に関すること。 

  ５ 委員会の予算、決算、会計及び物品の管理に関すること。 

  ６ 委員会の公印の管理に関すること。 

  ７ 委員会の文書の収受、発送及び編さん保存に関すること。 

  ８ 人事行政の運営の状況及び業務の状況の報告に関すること。 

  ９ その他、他の担当の所掌に属しない事務に関すること。 

 

 

  〈給与制度担当〉 

  １ 職員給与実態調査に関すること。 

  ２ 民間給与実態調査に関すること。 

  ３ 給料表及び給与に関する報告及び勧告その他給与に関すること。 

  ４ 職員の給与に関する条例の制定又は改廃に関する意見の申出に関すること。 

  ５ 給与の支払の監理に関すること。 

  ６ 人事評価に関すること。 

 

 

 



 
 

  

 《任用審査課》 

  〈審査相談担当〉 

  １ 勤務時間、休暇その他の勤務条件（他の担当の所掌するものを除く。）に関す 

   ること。 

  ２ 分限、懲戒、服務及び退職管理に関すること。 

  ３ 職員に関する条例の制定又は改廃に関する意見の申出（他の担当の所掌するも 

   のを除く。）に関すること。 

  ４ 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の審査に関すること。 

  ５ 不利益処分に関する審査請求の審査に関すること。 

  ６ 職員からの苦情相談の総括に関すること。 

  ７ 職員団体に関すること。 

  ８ 地方公務員法第５８条第５項の規定に基づく労働基準監督機関の職権の行使に 

   関すること。 

  ９ 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律第 

   ５条第２項の規定に基づく審査に関すること。 

  10 職員の退職手当に関する条例第２１条第１項の規定に基づく調査審議に関する 

   こと。 

 

 

  〈採用試験担当〉 

  １ 人事記録の管理及び人事に関する統計（他の担当の所掌するものを除く。）の 

   作成に関すること。 

  ２ 競争試験、選考その他の任用（他の担当の所掌するものを除く。）に関するこ 

   と。 

  ３ 任用候補者名簿（他の担当の所掌するものを除く。）に関すること。 

  ４ 試験制度等の調査研究に関すること。 

  ５ 人物試験委員に関すること。 

 

 

  〈昇任試験担当〉 

  １ 主査級昇任試験及び研修に関すること。 

  ２ 昇任選考等に関すること。 

 

 

 



３　委員会の議決事項

　令和元年度人事委員会の議決事項は、次のとおりである。

開催期日・回数

 平３１．４．１１ 1 平成３０年（不）第１号事案について

（第１回定例会） 2 審査請求について

 平３１．４．２４ 1 職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則について

（第２回定例会） 2 職員の任用に関する規則の一部を改正する規則について

3 平成３１年度職員採用試験の実施について

4 労働基準監督機関の職権行使について

 令元．５．３０ 1 令和元年度障害者を対象とした埼玉県職員採用選考の実施について

（第４回定例会） 2 平成３０年（不）第１号事案について

3 平成３１年（不）第１号事案について

4 審査請求について

 令元．６．１３ 1 採用候補者の選考について

（第５回定例会）

 令元．６．２７ 1 採用候補者の選考について

（第６回定例会）

 令元．７．４ 1 採用候補者の選考について

（第７回定例会）

 令元．７．２４ 1 人事行政の運営等の状況に関する報告について

（第８回定例会） 2 昇任候補者の選考について

3 平成３０年（不）第１号事案について

4 平成３１年（不）第１号事案について

5 平成３１年（不）第２号事案について

 令元．８．９ 1 審査請求について

（第９回定例会） 2 平成３０年（不）第１号事案について

 令元．８．２２ 1 昇任候補者の選考について

（第１０回定例会） 2
２０１９（令和元）年度埼玉県職員採用上級試験等の最終合格者の決定及
び採用候補者名簿の作成について

 令元．９．５ 1 昇任候補者の選考について

（第１１回定例会） 2 労働基準監督機関の職権行使について

 令元．９．１２ 1 平成３１年（不）第１号事案について

（第１回臨時会）

 令元．９．１９ 1 労働基準監督機関の職権行使について

（第１２回定例会）

 令元．９．２６ 1 令和元年（不）第３号事案について

（第２回臨時会） 2 平成３０年（不）第１号事案について

議　　決　　事　　項



開催期日・回数 議　　決　　事　　項

 令元．１０．３ 1 令和元年（不）第２号事案について

（第１３回定例会） 2 退職手当の返納命令処分に係る諮問について

 令元．１０．１０ 1 退職手当の支給制限処分に係る諮問について

（第３回臨時会）

 令元．１０．２３ 1 職員の給与等に関する報告、勧告及び意見について

（第１４回定例会） 2
初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第１０条第１項に掲げる職務の
級への昇格について

3 昇任候補者の選考について

4
職務に専念する義務の特例に関する規則第２条第１３号の規定に基づく承
認について

 令元．１１．７ 1 労働基準監督機関の職権行使について

（第１５回定例会） 2 労働基準監督機関の職権行使について

3 平成３０年（不）第１号事案について

4 平成３１年（不）第１号事案について

 令元．１１．２１ 1
２０１９（令和元）年度埼玉県職員採用初級試験等の最終合格者の決定及
び採用候補者名簿の作成について

（第１６回定例会） 2 令和元年（不）第２号事案について

3 令和元年（不）第３号事案について

4 労働基準監督機関の職権行使について

5 労働基準監督機関の職権行使について

 令元．１２．５ 1 令和元年（不）第３号事案について

（第１７回定例会）

 令元．１２．１２ 1 退職手当の支給制限処分に係る諮問について

（第４回臨時会） 2 労働基準監督機関の職権行使について

3
２０１９（令和元）年度埼玉県経験者職員採用試験の最終合格者の決定及
び採用候補者名簿の作成について

 令元．１２．１９ 1 平成３１年（不）第１号事案について

（第１８回定例会） 2
学校職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則に係る協議に
ついて

 令２．１．８ 1 職員の給与に関する条例の一部改正に伴う人事委員会規則の改正について

（第１９回定例会） 2 教育職員の給料の調整額に関する規則の改正に係る協議について

 令２．１．２３ 1 職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則について

（第２０回定例会） 2 令和元年（不）第３号事案について

3 令和元年（不）第２号事案について

4 措置要求について

5 労働基準監督機関の職権行使について

6
令和２年度埼玉県警察官（巡査）採用試験事務の警察本部長への委任につ
いて



開催期日・回数 議　　決　　事　　項

 令２．２．１０ 1 令和２年度埼玉県警察官（巡査）採用試験実施計画の承認について

（第２１回定例会） 2 採用候補者の選考について

3 昇任候補者の選考について

 令２．２．２１ 1
職務に専念する義務の特例に関する規則第２条第１３号の規定に基づく承
認事項の除外について

（第２２回定例会） 2 埼玉県議会からの意見照会に対する回答について

3 平成３１年（不）第１号事案について

4 令和２年度埼玉県職員採用試験の実施について

5 特定任期付職員の承認について

6 採用候補者の選考について

7 昇任候補者の選考について

8 昇任候補者の選考について

9 転任の承認について

 令２．３．５ 1 公益的法人等への職員の派遣等に関する規則の一部を改正する規則について

（第２３回定例会） 2 任期付職員の採用について

3 昇任候補者の選考について

4 平成３１年（不）第１号事案について

 令２．３．１２ 1 管理職手当に関する規則の一部を改正する規則について

（第５回臨時会） 2 令和元年（不）第２号事案について

3 令和元年（不）第３号事案について

4 労働基準監督機関の職権行使について

5 採用候補者の選考について

 令２．３．２３ 1 住居手当に関する規則の一部を改正する規則等について

（第２４回定例会） 2 学校職員の給与関係規則の改正等に係る協議について

3 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則に基づく承認について

4 職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則について

5 職員の勤務時間、休暇等に関する規則に基づく承認について

6 平成３０年（不）第1号事案について

7 平成３１年（不）第1号事案について

8 措置要求について

9 埼玉県人事委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令について

10 採用候補者の選考について

11 採用候補者の選考について

12 昇任候補者の選考について

13 転任の承認について

14 職員の懲戒処分について

15 人事委員会事務局職員の人事発令について



４　条例案に対する意見

意見提出
年 月 日

議案番号 件　　　名 条例の概要 意　　見

令和元年12月
定例会

第124号議案

職員の給与に関す
る条例等の一部を
改正する条例

令和元年10月23日付
けの埼玉県人事委員
会の職員の給与につ
いての勧告を踏ま
え、職員の給与を改
定するものである。

令和元年12月
定例会

第125号議案

職員の特殊勤務手
当に関する条例の
一部を改正する条
例

令和元年10月23日付
けの埼玉県人事委員
会の意見に基づき、
職員の特殊勤務手当
を改定するものであ
る。

令和元年12月
定例会

第126号議案

学校職員の給与に
関する条例及び義
務教育諸学校等の
教育職員の給与等
に関する特別措置
に関する条例の一
部を改正する条例

令和元年10月23日付
けの埼玉県人事委員
会の職員の給与につ
いての勧告を踏ま
え、学校職員の給与
を改定するものであ
る。

令2.2.21 令和2年2月
定例会

第36号議案

学校職員の勤務時
間、休暇等に関す
る条例の一部を改
正する条例

公立学校の教育職員
の業務量の適切な管
理その他教育職員の
服務を監督する教育
委員会が教育職員の
健康及び福祉の確保
を図るために講ずべ
き措置に関する指針
（文部科学省告示）
の制定に伴い、教育
職員の業務量の適切
な管理等について、
教育職員の服務を監
督する教育委員会の
定めるところにより
行うこととする規定
を設けるものであ
る。

適当であると認めます。

　地方公務員法第５条第２項の規定に基づき、職員に適用される基準の実施その他職員に関する
事項を定める条例案に対し、次のとおり意見を提出した。

令元.12.6
いずれも適当であると認めま
す。



規則番号 公布年月日
(施行・適用年月日）

件　　　名 概　　　要

6-93
令元．５．７
(令元.5.7施行)

職員の任用に関する規
則の一部を改正する規
則

経験者職員採用試験の試験職種につ
いて、「農業」を追加する改正を行
う。

7-1019
平３１．４．２６
（令元.5.1施行）

職員の特殊勤務手当に
関する規則の一部を改
正する規則

天皇の退位等に関する皇室典範特例
法の施行に伴い、所要の改正を行
う。

7-1020
令元．１１．２９
（令元.12.14施行）

期末手当及び勤勉手当
に関する規則の一部を
改正する規則

地方公務員法の改正に伴い、所要の
改正を行う。

7-1021
令元．１２．２４
（令元.12.24施行）

期末手当及び勤勉手当
に関する規則の一部を
改正する規則

勤勉手当の支給月数の引上げに伴う
改正を行う。

7-1022
令元．１２．２４
（令元.12.24施行）

初任給、昇格、昇給等
の基準に関する規則の
一部を改正する規則

給料表水準の引上げ改定に伴い、昇
格時の号給対応に変更が生じるた
め、昇格時号給対応表の改正を行
う。

7-1023
令２．１．２８
（令2.4.1施行）

農林業普及指導手当に
関する規則の一部を改
正する規則

一定率を調整した給料表の導入後も
給与水準を維持するため所要の改正
を行う。

7-1024
令２．１．２８
（令2.4.1施行）

給料の調整額に関する
規則の一部を改正する
規則

一定率を調整した給料表の導入後も
給与水準を維持するため所要の改正
を行う。

7-1025
令２．３．１７
（令2.3.19施行）

管理職手当に関する規
則の一部を改正する規
則

人事異動に伴い、所要の改正を行
う。

7-1026
令２．３．３１
（令2.4.1施行）

管理職手当に関する規
則の一部を改正する規
則

組織改正等に伴い、所要の改正を行
う。

7-1027
令２．３．３１
（令2.4.1施行）

給料表の適用範囲に関
する規則の一部を改正
する規則

組織改正等に伴い、所要の改正を行
う。

7-1028
令２．３．３１
（令2.4.1施行）

期末手当及び勤勉手当
に関する規則等の一部
を改正する規則

勤勉手当の支給月数の変更及び会計
年度任用職員の設置による給与条例
の改正等に伴い改正を行う。

　人事委員会が制定した人事委員会規則は、次のとおりである。

５　人事委員会規則の制定・改廃状況



規則番号 公布年月日
(施行・適用年月日）

件　　　名 概　　　要

7-1029
令２．３．３１
（令2.3.31施行）
(一部令2.4.1施行)

初任給、昇格、昇給等
の基準に関する規則の
一部を改正する規則

組織改正等に伴い、所要の改正を行
う。

7-1030
令２．３．３１
（令2.4.1施行）

住居手当に関する規則
の一部を改正する規則

職員の給与に関する条例等の一部を
改正する条例（令和元年改正条例）
に伴う住居手当に係る規定の整備等
を行う。

7-1031
令２．３．３１
（令2.4.1施行）

職員の特殊勤務手当に
関する規則の一部を改
正する規則

職員の特殊勤務手当に関する条例の
一部改正に伴い、変則勤務手当の支
給対象となる業務について規定す
る。

7-1032
令２．３．３１
（令2.4.1施行）

令和元年改正条例附則
第五項の規定による住
居手当に関する規則

令和元年改正条例附則第五項におい
て、住居手当が２，０００円を超え
て減額となる職員に対して設けた経
過措置について、適用対象となる職
員及び家賃の月額が変更になった場
合の取扱い等について人事委員会規
則で定めることとされたため、新た
に規則を制定する。

12-135
令２．３．３１
（令2.4.1施行）

管理職員等の範囲を定
める規則の一部を改正
する規則

組織改正に伴う職の新設及び廃止に
対応するため、所要の改正を行う。

13-51
令２．１．３１
（令2.4.1施行）

職員の勤務時間、休暇
等に関する規則の一部
を改正する規則

東京オリンピック・パラリンピック
競技大会の運営業務その他任命権者
が特に必要と認めた業務に従事する
職員で、委員会の承認を得たものに
ついて、令和２年限り、夏季休暇の
対象期間を拡大する。

13-52
令２．３．２７
（令2.4.1施行）

職員の勤務時間、休暇
等に関する規則の一部
を改正する規則

（１）勤務時間の割振り変更につい
て、制度利用の対象者に障害を有す
る職員等を追加し、併せてコアタイ
ムを短縮するほか所要の改正を行う
（２）会計年度任用職員の勤務時
間、休暇等について、病気休暇の日
数を拡大するほか、常勤の職員に準
じる制度とするため所要の改正を行
う
（３）職務の特殊性により、規則の
定めにより難い場合の会計年度任用
職員の勤務時間、休暇等について、
委員会の承認を得て任命権者が別途
定めることができる規定を追加す
る。

17-35
令２．３．１０
(令2.4.1施行)

公益法人等への職員の
派遣等に関する規則の
一部を改正する規則

別表第二に「一般社団法人埼玉県ラ
グビーフットボール協会」を追加
し、「公益財団法人けやき文化財
団」及び「公益財団法人ラグビー
ワールドカップ２０１９組織委員
会」を削除する改正を行う。



６　通知の制定・改廃状況

文書番号 公布年月日
(施行・適用年月日）

件     名 概     要

人委第44号
平３１．４．２３
（令元.5.7施行）

「職員の任用に関する規
則の運用について」の一
部改正について

職員採用試験における合格者への書
面による通知を最終合格者のみに簡
素化するため所要の改正

人委第48号
平３１．４．２６
（令元.5.1施行）

「特殊勤務手当における
警察業務手当の取り扱い
について」の一部改正に
ついて

天皇の退位等による職員の特殊勤務
手当に関する規則の一部改正に伴う
改正

人委第298号
令元．８．３０
（令元.9.1施行）

「退職手当の調整額に係
る職員の区分に関する規
則の運用について」の一
部改正について

平成３１年４月１日から育児休業任
期付学校職員等が任用されているこ
とに伴い、「臨時的に任用されてい
る学校職員」について文言整理

人委第364号
令元．９．２６

（令元.10.1施行）
「通勤手当の運用につい
て」の一部改正について

消費税法等の一部改正に伴い新たに
通勤のため負担する運賃等の額が発
生するため、その運賃等を含めて通
勤手当を支給できるよう改正

人委第568号
令元．１２．２４
（令元.12.24施行）
（平31.4.1適用）

給料の調整額に関する規
則の調整基本額について

令和元年給与改正条例の施行による
引上げ後の給料表について調整基本
額の上限額（給料月額の４．５％）
を規定

人委第615-1号
令２．１．２８
（令2.4.1施行）

「地域手当の運用につい
て」の一部改正について

時間外勤務手当等における勤務一時
間当たりの給与額の算出について、
地域手当の支給割合の見直し後も現
行の水準を維持するため所要の改正

人委第615-2号
令２．１．２８
（令2.4.1施行）

「期末手当及び勤勉手当
の支給について」の一部
改正について

期末手当及び勤勉手当基礎額の算出
について、地域手当の支給割合の見
直し後も現行の水準を維持するため
所要の改正

人委第750号
令２．３．１８
（令2.3.18施行）
（令2.1.28適用）

「職員の特殊勤務手当の
運用について」の一部改
正について

「新型コロナウイルス感染症」につ
いて、防疫業務手当の支給対象とす
るよう改正

人委第778-1号
令２．３．３１
（令2.4.1施行）

「給料表の適用範囲に関
する規則の運用につい
て」の一部改正について

人事異動に伴う改正

人委第778-2号
令２．３．３１
（令2.4.1施行）

「管理職手当に関する規
則の運用について」の一
部改正について

組織改正に伴う改正

人委第778-3号
令２．３．３１
（令2.4.1施行）

給料の調整額に関する規
則の調整基本額について

「給料の調整額に関する規則」の改
正に伴う規定整備

人委第778-4号
令２．３．３１
（令2.4.1施行）

「期末手当及び勤勉手当
の支給について」の一部
改正について

「期末手当及び勤勉手当に関する規
則」の改正に伴う規定整備

人委第778-5号
令２．３．３１
（令2.4.1施行）

「勤勉手当の成績率の運
用について」の一部改正
について

懲戒処分及び訓告その他の矯正措置
を受けた職員の成績率について所要
の改正

人委第778-6号
令２．３．３１
（令2.4.1施行）

「退職手当の調整額に係
る職員の区分に関する規
則の運用について」の一
部改正について

地方公務員法の改正に伴う規定整備



文書番号 公布年月日
(施行・適用年月日）

件     名 概     要

人委第778-7号
令２．３．３１
（令2.4.1施行）

令和元年改正条例附則第
５項の規定による住居手
当に関する規則の運用に
ついて

「令和元年改正条例附則第５項の規
定による住居手当に関する規則」の
制定に伴い、令和２年３月２日から
同規則施行日までに住居手当に係る
家賃の月額等に変更があった場合に
経過措置の適用除外となる職員を規
定

人委第778-8号
令２．３．３１
（令2.4.1施行）

「扶養手当の運用につい
て」の一部改正について

（１）災害時等の職員の責めに帰す
ることができない事由により、届出
を行うことができないと認められる
期間を除き、要件具備等の事実が生
じた日から１５日以内に提出された
ときは、事実の生じた日の翌月（そ
の日が月の初日であるときは、その
日の属する月）から支給開始または
増額改定とするため所要の改正
（２）手当額の段階的な見直しの終
了に伴う規定整備
（３）行９級以上職員等の配偶者及
び父母等に対する手当支給の廃止に
伴う届出様式の改正

人委第778-9号
令２．３．３１
（令2.4.1施行）

「住居手当の運用につい
て」の一部改正について

災害時等の職員の責めに帰すること
ができない事由により、届出を行う
ことができないと認められる期間を
除き、要件具備等の事実が生じた日
から１５日以内に提出されたとき
は、事実の生じた日の翌月（その日
が月の初日であるときは、その日の
属する月）から支給開始または増額
改定とするため所要の改正

人委第778-10号
令２．３．３１
（令2.4.1施行）

「通勤手当の運用につい
て」の一部改正について

（１）災害時等の職員の責めに帰す
ることができない事由により、届出
を行うことができないと認められる
期間を除き、要件具備等の事実が生
じた日から１５日以内に提出された
ときは、事実の生じた日の翌月（そ
の日が月の初日であるときは、その
日の属する月）から支給開始または
増額改定とするため所要の改正
（２）下総利根大橋の無料化等に伴
う規定整備等

人委第778-11号
令２．３．３１
（令2.4.1施行）

「単身赴任手当の運用に
ついて」の一部改正につ
いて

災害時等の職員の責めに帰すること
ができない事由により、届出を行う
ことができないと認められる期間を
除き、要件具備等の事実が生じた日
から１５日以内に提出されたとき
は、事実の生じた日の翌月（その日
が月の初日であるときは、その日の
属する月）から支給開始または増額
改定とするため所要の改正



文書番号 公布年月日
(施行・適用年月日）

件     名 概     要

人委第778-12号
令２．３．３１
（令2.4.1施行）

「職員の特殊勤務手当の
運用について」の一部改
正について

（１）警察業務手当の支給対象に、
「指定通訳官が従事する犯罪の捜査
等に伴う通訳業務」が含まれる旨を
規定
（２）「特殊勤務手当における警察
業務手当の取扱いについて（通
知）」を廃止し、同内容を「職員の
特殊勤務手当の運用について（通
知）」に規定

人委第778-13号
令２．３．３１
（令2.4.1施行）

「特殊勤務手当における
警察業務手当の取扱いに
ついて」の廃止について

「職員の特殊勤務手当の運用につい
て」の一部改正に伴い廃止



第 ２ 章  任 用 関 係  

 

１ 採用試験 
 

  地方公務員法第１７条の２第１項及び職員の任用に関する規則第４条第１項の規

定に基づき、次の採用試験を実施した。 

  ① 職員採用上級試験 

  ② 職員採用初級試験 

  ③ 免許資格職職員採用試験 

  ④ 経験者職員採用試験（民間企業等職務経験者区分・海外活動等経験者区分） 

  ⑤ 警察官（巡査）採用試験Ⅰ類 

  ⑥ 警察官（巡査）採用試験Ⅱ類 

  ⑦ 警察官（巡査）採用試験Ⅲ類 

  ⑧ 警察官（巡査）採用試験（国際捜査Ⅰ類） 

  ⑨ 警察官（巡査）採用試験（武道・体育指導Ⅰ類）  

  ⑩ 警察官（巡査）採用試験（サイバー犯罪捜査Ⅰ類） 

  ⑪ 警察官（巡査）採用試験（サイバー犯罪捜査Ⅱ類）  

  ⑫ 警察事務職員採用上級試験 

  ⑬ 警察事務職員採用初級試験 

  ⑭ 市町村立小・中学校事務職員採用上級試験 

  ⑮ 市町村立小・中学校事務職員採用初級試験 
 

  上級試験（①、⑫、⑭）の受験者は、前年度より３３１人（１４．５％）減少し 

１，９４５人となり、合格者は前年度より５人（１．１％）減少し４４７人となっ

た。一般行政では、前年度より２０７人（１４．２％）減少し１，２５１人となり、

合格者は３人（１．２％）減少して２４１人となった。倍率は０．８ポイント減少

し５．２倍となった。  

  初級試験（②、⑬、⑮）の受験者は、前年度より１４人（２．３％）増加し６２

４人となり、合格者は前年度より２人（２．９％）増加し７２人となった。一般事

務の合格者は５人（２０．０％）減少して２０人となり、倍率は２．１ポイント増

加し１３．２倍となった。 

  免許資格職試験（③）の受験者は、前年度より５人（１．７％）減少し２９０人

となり、合格者は前年度より１人（１．９％）増加し５５人となった。  

  経験者職員採用試験（④）について、民間企業等職務経験者区分の受験者は、前

年度より３５人（１３．７％）減少し２２０人となり、合格者は前年度より１人（５．

３％）増加し２０人となった。一般行政では、受験者が前年度より５１人（２６．

０％）減少し１４５人となり、合格者は前年度より１人（２０．０％）増加し６人

となった。倍率は１５．０ポイント減少し、２４．２倍となった。設備では、受験

者が前年度より３人（１１．５％）増加し２９人となり、合格者は前年度より１人

（２０．０％）減少し４人となった。倍率は２．１ポイント増加し７．３倍となっ

た。総合土木では、受験者が前年度より２人（８．３％）減少し２２人となり、合

格者は前年度より１人（１６．７％）減少し５人となった。倍率は０．４ポイント



増加し４．４倍となった。建築では受験者が前年度と同じ９人となり、合格者は前

年度より１人（３３．３％）減少し２人となった。倍率は１．５ポイント増加し４．

５倍となった。令和元年度は農業を新設し、受験者は１５人、合格者は３人、倍率

は５．０倍であった。海外活動等職務経験者区分の受験者は、前年度より２人（１

４．３％）減少し１２人となり、合格者は前年度と同じ２人であった。倍率は１．

０ポイント減少し６．０倍となった。  

  警察官採用試験（⑤～⑪）の受験者は、前年度より８５１人（１５．９％）減少

し４，４８９人となり、合格者は前年度より３６人（５．５％）減少して６１３人

となった。倍率は０．９ポイント減少し７．３倍となった。  

  なお、平成１９年度から警察官採用試験（⑤～⑩）については、試験の実施を警 

察本部長に委任している。また、平成２９年度から「サイバー犯罪捜査Ⅰ類」の試

験区分を、さらに令和元年度から「サイバー犯罪捜査Ⅱ類」を新設し、試験の実施

を警察本部長に委任している。 



(1) 受験資格 

試 験 区 分 主  な  受  験  資  格 

職 員 採 用 上 級 試 験 

 

市町村立小・中学校

事務職員採用上級試験 

 

警 察 事 務 職 員 

採 用 上 級 試 験 

・平成元.4.2～平成10.4.1に生まれた者(21歳～29歳) 

・平成10.4.2以降に生まれた者で、令和２年３月までに大学卒 

 業(見込み)又は人事委員会が同等の資格があると認める者 

・福祉については、社会福祉主事の任用資格の取得者又は 

  令和2.3.31までに資格取得見込みの者 

職 員 採 用 初 級 試 験 

 

市町村立小・中学校

事務職員採用初級試験 

 

警 察 事 務 職 員 

採 用 初 級 試 験 

・平成10.4.2～平成14.4.1に生まれた者(17歳～20歳) 

経験者職員採用試験 

 

 

 

 

民間企業

等職務経

験者区分 

 

・昭和35.4.2以降に生まれた者（59歳未満）で、以

下のいずれかのもの 

ア 大学を卒業後、民間企業等における職務経

験を５年以上有する者 

イ 短期大学又は専修学校（２年制以上の専門

課程で年間授業時間数が680時間以上のもの

に限る。）を卒業後、民間企業等における職

務経験を７年以上有する者 

ウ 民間企業等の職務経験を９年以上有する者 

 

海外活動

等経験者

区分 

 

・平成元.4.2～平成10.4.1に生まれた者(21歳～29歳) 

免 許 資 格 職 

職 員 採 用 試 験 

 

・薬剤師は、昭和62.4.2～平成8.4.1に生まれた者(23歳～31歳) 

・獣医師は、昭和62.4.2～平成8.4.1に生まれた者(23歳～31歳) 

・保健師は、平成元.4.2～平成11.4.1に生まれた者(20歳～29歳) 

・管理栄養士は、平成元.4.2～平成10.4.1に生まれた者(21歳～29歳) 

・司書は、平成元.4.2～平成12.4.1に生まれた者(19歳～29歳) 

・それぞれの職種に必要な免許（資格）の取得者又は令和２

年春季に行われる国家試験等により、免許を取得する見込み

の者 



試 験 区 分 主  な  受  験  資  格 

 

警察官採用試験 

Ⅰ類 

 

・平成元.4.2以降に生まれた者で、大学を卒業若しくは令和２年 

 ３月までに卒業見込みの者又はこれらの者と同等の資格があ 

 ると認められる者(29歳まで) 

 

Ⅱ類 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ類 

 

 

  県外試験Ⅰ類 

 

 

  

県外試験Ⅲ類 

 

 

 国際捜査Ⅰ類 

 

  武道・体育指導Ⅰ類 

 

 

 

 

 

 

 サイバー犯罪捜査 

 Ⅰ類 

 

 

 

・(1) 平成元.4.2～平成12.4.1に生まれた者で、短期大学又は専修学 

  校(２年制以上の専門課程で年間授業時間数が680時間以上 

  のものに限る｡)を卒業した者又は令和２年３月までに卒業 

  見込みの者(19歳～29歳） 

・(2)大学に２年以上在学し、かつ、62単位以上修得した者又は 

  令和２年３月までに修得見込みの者(Ｉ類に該当する者を 

  除く。同等の資格があると認められる者を含む｡)で、 

  平成元.4.2～平成12.4.1までに生まれた者(19歳～29歳） 

 

・平成元.4.2～平成14.4.1に生まれた者で、Ⅰ類・Ⅱ類に該当しな 

 い者(17歳～29歳) 

 

・平成元.4.2以降に生まれた男性で、大学を卒業若しくは令和２ 

 年３月までに卒業見込みの者又はこれらの者と同等の資格が 

 あると認められる者 

 

・平成元.4.2～平成14.4.1に生まれた男性で、Ⅰ類以外の者 

 (17歳～29歳） 

 

・前記Ⅰ類の受験資格のほか、語学（受験言語）が堪能な者 

 

・前記Ⅰ類の受験資格のほか、次のいずれかの要件を備え、卓 

 越した技術を有する者 

 ① 柔道 

  段位が４段以上の者(大学卒業見込みの者に限り３段を含む｡) 

  ② 剣道 

  段位が４段以上の者(大学卒業見込みの者に限り３段を含む｡) 

 

・前記Ⅰ類の受験資格を有する者で、独立行政法人情報処 

 理推進機構が実施する情報処理技術者試験（ITパスポー 

 ト試験及び情報セキュリティマネジメント試験を除く。）に 

 合格している者又は情報処理安全確保支援士となる資格 

 を有している者 

 
注 年齢は、平成３１年４月１日現在のものである。 

 



(2) 実施日程 

試験区分 告示日 
受付 
期間 

第1次試験日 
及び試験地 

第1次合格
発表日 

第2次試験日
及び試験地 

最終合格 
発表日 

名簿 
確定日 

 
職員採用上級試験 

 
 

免 許 資 格 職 職 員 
採用試験（ 栄 養 士 ・ 司 書 を 除 く ） 

 
市町村立小・中学校 
事務職員採用上級試験 

 
警 察 事 務 職 員 
採 用 上 級 試 験 

令和 
元.5.7 
 
 

〃 
 
 
〃 
 
 
〃 

 

令和 
元.5.8～ 
元.5.21 
 

〃 
 
 
〃 
 
 
〃 

 

令和 
元.6.23 
(伊奈町) 
 

〃 
 
 
〃 
 
 
〃 

 

令和 
元.7.2 
 
 

〃 
 
 

〃 
 
 

〃 
 

令和 
元.7.8～ 
元.8.15 
(さいたま市) 

〃 
 
 
〃 
 
 
〃 

 

令和 
元.8.26 
 
 

〃 
 
 

〃 
 
 

〃 
 

令和 
元.8.22 
 
 

〃 
 
 
〃 
 
 
〃 

 
 

職員採用初級試験 
 
 

免 許 資 格 職 職 員 
採用試験（栄養士・司書） 

 
市町村立小・中学校 
事務職員採用初級試験 

 
警 察 事 務 職 員 
採 用 初 級 試 験 

令和 
元.5.7 
 
 

〃 
 
 
〃 
 
 
〃 

 

令和 
元.8.19～ 
元.8.30 
 

〃 
 
 
〃 
 
 
〃 

 

令和 
元.9.29 
(さいたま市) 
 

〃 
 
 
〃 
 
 
〃 

 

令和 
元.10.9 
 
 

〃 
 
 

〃 
 
 

〃 
 

令和 
元.10.17～ 
元.10.31 
(さいたま市) 

〃 
 
 
〃 
 
 
〃 

 

令和 
元.11.28 
 
 

〃 
 
 

〃 
 
 

〃 
 

令和 
元.11.21 
 
 

〃 
 
 
〃 
 
 
〃 

 

経 験 者
職 員 採
用 試 験 

民間企業
等職務経
験者区分 

令和 
元.5.7 
 
 
 
 
 
 

令和 
元.8.19～ 
元.8.30 
 

令和 
元.9.29 
(さいたま市) 
 

令和 
元.10.23 
 
 

【２次】 
令和 
元.11.2 
(さいたま市) 
 
【３次】 
令和 
元.12.1 
(さいたま市) 

【２次】 
令和 
元.11.19 
 
 
【３次】 
令和 
元.12.13 
 

令和 
元.12.13 
 

海外活動
等経験者
区 分 

 
警 察 官 採 用 試 験 
県内第1回試験Ⅰ類 
 

〃   Ⅱ類 
〃   Ⅲ類 

国際捜査   Ⅰ類 
武道・体育指導Ⅰ類 
サイバー犯罪捜査Ⅰ類
 
県内第2回試験Ⅰ類 
 
 

〃   Ⅱ類 
〃   Ⅲ類 

武道・体育指導Ⅰ類 
 
県外試験   Ⅰ類 
 
 
 

〃   Ⅲ類 

平成 
31.3.1 

 
 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
 
〃 
 
 
〃 
〃 
〃 
 
〃 
 

 
 

〃 
 

平成 
31.3.20～ 
31.4.15 
 

〃 
〃 
〃 
〃 
〃 

令和 
元.8.2～ 
元.8.28 
 
  〃 

〃 
〃 

平成 
31.3中旬～ 
令和 
元.6下旬 
 
元.7中旬～ 
元.9上旬 

令和 
元.5.12 
(さいたま市
ほか) 

〃 
〃 
〃 
〃 
〃 

 
元.9.22 
(さいたま市) 
 

〃 
〃 
〃 

 
元.5中旬～ 
元.7中旬 
(仙台市ほか) 
 
元.9下旬 
(仙台市ほか) 

令和 
元.6.4 
 
 

〃 
〃 
〃 
〃 
〃 

 
元.10.15 
 
 

〃 
〃 
〃 
 

元.7上旬～ 
元.9中旬 
 
 
元.10下旬～ 
元.11下旬 

令和 
元.6.8～ 
元.7.29 
(さいたま市) 

〃 
〃 
〃 
〃 
〃 

 
元.10.19～ 
元.12.1 
(さいたま市) 
   〃 
  〃 

〃 
 

元.8上旬～ 
元.9上旬 
(仙台市ほか) 
 
元.11下旬～ 
元.12上旬 
(仙台市ほか) 

令和 
元.8.21 
 
 

〃 
〃 
〃 
〃 
〃 

 
元.12.25 
 
 

〃 
〃 
〃 
 

元.12.25 
 
 
令和 
2.1.29 
 

 
－ 

 
 

〃 
〃 
〃 
〃 
〃 

 
－ 
 
 
〃 
〃 
〃 
 
－ 

 
 
 

－ 
 

 平成１９年度から、警察官採用試験については警察本部長に委任している。 



(3) 試験の方法 
試  験  区  分  第  １  次  試  験  第  ２  次  試  験  

職 員 採 用 上 級 試 験  
 

免 許 資 格 職 職 員 採 用 試 験  
（栄 養士・司書 を除く）  

 
市 町 村 立 小 ・ 中 学 校 事 務  
職 員 採 用 上 級 試 験  

 
警 察 事 務 職 員 採 用 上級 試 験  

教養 試験  
 知 能分野   22問必須  
 知 識分野   28問中 18問  

選択 解 答  
択一 式   １２ ０ 分  

 
注  免許資 格 職及び小 ･中  

事務 は 、教養試 験のみ  
 
専門 試験  
 40問  

(一 般 行 政 ・警 察 事 務 は 50問 出 題 ) 
択一 式   １２ ０ 分  

人物 試 験  
個 別 面接Ⅰ ・Ⅱ  
（ 警 察 事 務 は 個 別 面 接 ）  
集 団 討論  
適 性 検査  

 
論文 試 験  

１ 題  ７５ 分  

職 員 採 用上 級 試 験 (新 方 式 ) 
専門 試験  
 40問  
 択 一式   １ ２０分  

人物 試 験  
 個 別 面接Ⅰ・ Ⅱ  
 個別面接(プレゼンテーション含む) 

 
職 員 採 用 初 級 試 験  

 
免 許 資 格 職 職 員 採 用 試 験  
（栄 養士・司書 ）  

 
市 町 村 立 小 ・ 中 学 校 事 務  
職 員 採 用 初 級 試 験  

 
警 察 事 務 職 員 採 用 初級 試 験  

 

教養 試験  
 50問 必須  
 択 一式  １２ ０ 分  
 
専門 試験 (設 備 、総 合 土 木 、栄 養
士 、 司 書 の み ) 
 40問 必須  

択一 式  １２０ 分  

人物 試 験  
個 別 面接Ⅰ ・Ⅱ  
（ 警 察 事 務 は 個 別 面 接 ）  
適 性 検査  

 
作文 試 験  

１ 題  ６０ 分  
（ 栄 養 士 、司 書 は 論 文 試 験
１ 題  
６ ０ 分 ）  

経 験 者 職 員  
採 用 試 験  

民 間 企 業 等
職 務 経 験 者
区 分  

教養 試験  
  40問 必須  

択一 式  １２０ 分  
 
論文 試験Ⅰ  
 １ 題  ７ ５分  

【第 ２ 次試験】  
論文 試 験Ⅱ  
 １ 題  ７５分  
 
人物 試 験Ⅰ  
  個 別 面接  
 適 性 検査  
 
【第 ３ 次試験】  
人物 試 験Ⅱ  
 個 別 面接  

海 外 活 動 等  
経 験 者 区 分  

警 察 官（ 巡 査 ）採 用 試 験 Ⅰ 類  
警 察 官（ 巡 査 ）採 用 試 験 Ⅱ 類  
警 察 官（ 巡 査 ）採 用 試 験 Ⅲ 類  

 
警 察 官 （ 巡 査 ） 採 用 試 験  
（ 武 道 ・ 体 育 指 導 Ⅰ 類 ）  

教養 試験  
50問 必 須  
択一 式  １２０ 分  

 
論 (作 )文試 験  

１題  ６０分  

人物 試 験  
個 別 面接・ 集団 討論  
適 性 検査  

 
身体 検 査  
 
体力 検 査  

警 察 官 （ 巡 査 ） 採 用 試 験  
（ 国 際 捜 査 Ⅰ 類 ）  
（ サ イ バ ー 犯 罪 捜 査Ⅰ 類 ）  
（ サ イ バ ー 犯 罪 捜 査Ⅱ 類 ）  

専門 試験Ⅰ  
記述 式  ９０分  

 
論文 試験  

１題  ６０分  

専門 試 験Ⅱ  
口 述 式  

 
人物 試 験  

個 別 面接・ 集団 討論  
適 性 検査  

 
身体 検 査  
 
体力 検 査  

 



(4) 実施状況（令和元年度）

　　ア　上級試験総括表

採 用 第２次試験 最　終 最　終

予 定 受験者 受験率 合格者 受験者 合格者 倍　率 採用者

人 員 ａ ｂ ｂ／ａ ｃ ｄ ｅ ｂ／ｅ

人 人 人 ％ 人 人 人 倍 人

一 般 行 政 149 1,761 1,251 71.0 583 488 241 5.2 147

福 祉 24 115 88 76.5 72 59 33 2.7 23

心 理 10 50 36 72.0 32 22 13 2.8 9

設 備 22 76 57 75.0 51 31 19 3.0 12

設備(警察) 1 2 2 100.0 1 1 1 2.0 1

総 合 土 木 35 116 88 75.9 74 60 35 2.5 22

建 築 7 25 19 76.0 16 14 10 1.9 8

化 学 7 59 39 66.1 28 25 9 4.3 8

農 業 15 62 50 80.6 49 43 17 2.9 14

林 業 4 18 14 77.8 12 9 6 2.3 6

小 計 274 2,284 1,644 72.0 918 752 384 4.3 250

小・中事務 18 232 166 71.6 64 54 24 6.9 19

警 察 事 務 29 207 135 65.2 89 75 39 3.5 30

合 計 321 2,723 1,945 71.4 1,071 881 447 4.4 299

　　イ　初級試験総括表

採 用 第２次試験 最　終 最　終

予 定 受験者 受験率 合格者 受験者 合格者 倍　率 採用者

人 員 ａ ｂ ｂ／ａ ｃ ｄ ｅ ｂ／ｅ

人 人 人 ％ 人 人 人 倍 人

一 般 事 務 11 312 264 84.6 60 41 20 13.2 10

設 備 2 7 5 71.4 5 43 3 1.7 1

総 合 土 木 4 11 11 100.0 8 8 6 1.8 3

小 計 17 330 280 84.8 73 92 29 9.7 14

小・中事務 14 199 173 86.9 75 65 28 6.2 12

警 察 事 務 15 210 171 81.4 67 58 15 11.4 7

合 計 46 739 624 84.4 215 215 72 8.7 33

試 験 職 種
申込者

第 １ 次 試 験

試 験 職 種
申込者

第 １ 次 試 験



　　ウ　経験者職員採用試験総括表

採 用 最　終

予 定 受験者 受験率 合格者 受験者 合格者 倍　率 採用者

人 員 ａ ｂ ｂ／ａ ｃ ｄ 最終合格者(ｅ) ｂ／ｅ

人 人 人 ％ 人 人 人 倍 人

17 9

9 6 24.2

12 6

6 4 7.3

18 9

8 5 4.4

5 4

3 2 4.5

6 4

4 3 5.0

9 3

2 2 6.0

67 35

32 22 10.5

※第２次試験・第３次試験欄は、上段第２次試験、下段第３次試験（最終）結果

　　エ　免許資格職試験総括表

採 用 第２次試験 最　終 最　終

予 定 受験者 受験率 合格者 受験者 合格者 倍　率 採用者

人 員 ａ ｂ ｂ／ａ ｃ ｄ ｅ ｂ／ｅ

人 人 人 ％ 人 人 人 倍 人

6 47 35 74.5 23 22 8 4.4 6

10 35 30 85.7 30 27 13 2.3 12

7 34 26 76.5 26 26 11 2.4 11

1 1 0 0.0     -     -     -     -     -

2 55 41 74.5 9 6 3 13.7 3

2 34 24 70.6 16 11 5 4.8 3

12 156 134 85.9 52 48 15 8.9 12

40 362 290 80.1 156 140 55 5.3 47

建築 2

農業

民間企業等
職務経験者

区分

2 20 15 75.0 7 3

4 38

16

4

275.0 9

第２次試験・第３次試験

29 76.3 14

7

5249 145 58.2 17

520

試 験 職 種

第 １ 次 試 験

64.7

2 15 9 60.0

6

申込者

5

司    書

22

海外活動等
経験者区分

一般行政 2

総合土木 34

第 １ 次 試 験

管理栄養士

栄養士

設　備

一般行政

合    計

獣 医 師

保 健 師

12

試 験 職 種

薬 剤 師

申込者

保健師（警察）

21合　　計 21 372 232 62.4 74



　　オ　警察官採用試験総括表

採用 最　終 最 終

予定 申込者 受験者 受験率 合格者 倍　率 受験者 受験率 合格者 倍 率 採用者

人員 ａ ｂ ｂ／ａ ｃ ｂ／ｃ ｄ ｄ／ｃ ｅ ｂ／ｅ

人 人 人 ％ 人 倍 人 ％ 人 倍 人

Ⅰ 105 1,667 1,137 68.2 720 1.6 456 63.3 152 7.5 71

Ⅱ 5 551 436 79.1 111 3.9 63 56.8 21 20.8 6

Ⅲ 30 916 624 68.1 257 2.4 219 85.2 70 8.9 24

計 140 3,134 2,197 70.1 1,088 2.0 738 67.8 243 9.0 101

Ⅰ 25 622 294 47.3 203 1.4 166 81.8 51 5.8 39

Ⅱ 3 151 69 45.7 49 1.4 34 69.4 9 7.7 7

Ⅲ 80 921 597 64.8 476 1.3 409 85.9 154 3.9 135

計 108 1,694 960 56.7 728 1.3 609 83.7 214 4.5 181

Ⅰ 130 2,289 1,431 62.5 923 1.6 622 67.4 203 7.0 110

Ⅱ 8 702 505 71.9 160 3.2 97 60.6 30 16.8 13

Ⅲ 110 1,837 1,221 66.5 733 1.7 628 85.7 224 5.5 159

計 248 4,828 3,157 65.4 1,816 1.7 1,347 74.2 457 6.9 282

Ⅰ 14 231 181 78.4 29 6.2 10 34.5 1 181.0 0

Ⅲ 11 183 141 77.0 40 3.5 22 55.0 7 20.1 7

計 25 414 322 77.8 69 4.7 32 46.4 8 40.3 7

Ⅰ 144 2,520 1,612 64.0 952 1.7 632 66.4 204 7.9 110

Ⅱ 8 702 505 71.9 160 3.2 97 60.6 30 16.8 13

Ⅲ 121 2,020 1,362 67.4 773 1.8 650 84.1 231 5.9 166

計 273 5,242 3,479 66.4 1,885 1.8 1,379 73.2 465 7.5 289

Ⅰ 35 670 425 63.4 233 1.8 130 55.8 63 6.7 45

Ⅱ 5 257 152 59.1 60 2.5 34 56.7 9 16.9 2

Ⅲ 25 580 389 67.1 238 1.6 193 81.1 66 5.9 45

計 65 1,507 966 64.1 531 1.8 357 67.2 138 7.0 92

2 12 10 83.3 6 1.7 4 66.7 1 10.0 1

2 5 5 100.0 4 1.3 2 50.0 1 5.0 1

- - - - - - - - - - -

4 17 15 88.2 10 1.5 6 60.0 2 7.5 2

2 6 5 83.3 3 1.7 2 66.7 2 2.5 1

2 2 2 100.0 1 － 1 － 1 2.0 1

4 8 7 87.5 7 1.0 3 42.9 5 1.4 2

3 12 10 50.0 9 1.3 3 0.0 0 － 0

3 12 10 50.0 9 1.3 3 0.0 0 － 0

6 24 20 83.3 7 2.9 6 85.7 5 4.0 0

349 6,786 4,477 66.0 2,442 1.8 1,748 71.6 610 7.3 385

(4,155) (602)

注　（　　）内は県外募集を除く数字。

サイバー犯罪捜査Ⅱ類

計

サイバー犯罪捜査Ⅰ類

総　合　計

武道･
体育
指導
Ⅰ類

県  内
合　計

（男性）

県　外
（男性）

警察官
（男性）
合　計

警察官
第1回～第2回
(女性)合計

計

柔　道

中国語

剣　道

計

県  内
第２回

（男性）

第　 １　 次　 試 　験 第 ２ 次 試 験

区　　　分

ベトナム語

県  内
第１回

（男性）

国際
捜査
Ⅰ類 タイ語



(5) 性別・住所別・学歴別の状況

　ア　受験者

男 女 県内 県外 大学院 大学 短大 高専･専修 高校 その他

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

1,251 821 430 921 330 41 1,175 4 8 23 0

88 34 54 60 28 0 84 2 2 0 0

36 8 28 20 16 15 21 0 0 0 0

57 57 0 38 19 21 35 0 0 1 0

2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0

88 74 14 56 32 12 75 0 0 1 0

19 15 4 12 7 7 12 0 0 0 0

39 32 7 26 13 21 18 0 0 0 0

50 29 21 27 23 21 28 1 0 0 0

14 12 2 12 2 2 12 0 0 0 0

1,644 1,084 560 1,174 470 140 1,462 7 10 25 0

166 71 95 135 31 5 149 2 3 6 1

135 50 85 98 37 1 123 1 4 6 0

1,945 1,205 740 1,407 538 146 1,734 10 17 37 1

35 18 17 20 15 0 35 0 0 0 0

30 17 13 12 18 0 30 0 0 0 0

26 5 21 18 8 2 24 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 3 38 28 13 0 40 0 1 0 0

24 1 23 20 4 0 17 3 4 0 0

134 30 104 74 60 8 118 8 0 0 0

290 74 216 172 118 10 264 11 5 0 0

264 176 88 190 74 0 2 1 129 131 1

5 5 0 2 3 0 0 0 1 4 0

11 9 2 5 6 0 0 0 1 10 0

280 190 90 197 83 0 2 1 131 145 1

173 76 97 136 37 0 2 4 75 91 1

171 60 111 131 40 0 3 5 70 93 0

624 326 298 464 160 0 7 10 276 329 2

145 118 27 99 46 18 112 4 7 4 0

29 29 0 21 8 8 14 1 2 4 0

22 22 0 15 7 3 17 0 1 1 0

9 6 3 7 2 0 8 0 1 0 0

15 13 2 6 9 2 12 0 1 0 0

12 3 9 8 4 1 11 0 0 0 0

232 191 41 156 76 32 174 5 12 9 0

3,091 1,796 1,295 2,199 892 188 2,179 36 310 375 3

化 学

司 書

免
許
資
格
職
試
験

一 般 行 政

獣 医 師

上
級
試
験

総 合 土 木

計

計

林 業

栄 養 士

合　　　　計

総 合 土 木

海外活動等職務
経 験 者 区 分

一 般 行 政

計

農 業

経
験
者
職
員
採
用
試
験

民間企業等職務
経 験 者 区 分

一 般 行 政

設 備

小　　計

総 合 土 木

保健師(警察）

設 備

保 健 師

建 築

一 般 事 務

小・中事務上級

初
級
試
験

警 察 事 務 初 級

小　　計

小・中事務初級

心 理

管 理 栄 養 士

設 備 （ 警 察 ）

計

農 業

薬 剤 師

最　終　学　歴
総　数

性　別

警 察 事 務 上 級

福 祉

設 備

住　所
試　験　区　分

建 築



　イ　合格者

男 女 県内 県外 大学院 大学 短大 高専・専修 高校 その他

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

241 135 106 186 55 5 235 1 0 0 0

33 7 26 27 6 0 33 0 0 0 0

13 3 10 8 5 4 9 0 0 0 0

19 19 0 12 7 8 10 0 0 1 0

1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0

35 28 7 24 11 4 31 0 0 0 0

10 6 4 8 2 5 5 0 0 0 0

9 6 3 8 1 6 3 0 0 0 0

17 7 10 9 8 7 9 1 0 0 0

6 6 0 3 3 0 6 0 0 0 0

384 218 166 286 98 39 342 2 0 1 0

24 7 17 18 6 1 22 0 0 1 0

39 9 30 30 9 1 38 0 0 0 0

447 234 213 334 113 41 402 2 0 2 0

8 3 5 5 3 0 8 0 0 0 0

13 5 8 7 6 0 13 0 0 0 0

11 1 10 8 3 0 11 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 3 2 1 0 3 0 0 0 0

5 0 5 5 0 0 4 0 1 0 0

15 1 14 9 6 1 13 1 0 0 0

55 10 45 36 19 1 52 1 1 0 0

20 11 9 17 3 0 0 1 12 7 0

3 3 0 1 2 0 0 0 1 2 0

6 5 1 2 4 0 0 0 1 5 0

29 19 10 23 6 0 0 1 14 14 0

28 7 21 24 4 0 0 1 15 12 0

15 3 12 12 3 0 0 0 6 9 0

72 29 43 59 13 0 0 2 35 35 0

6 6 0 4 2 2 4 0 0 0 0

4 4 0 4 0 1 3 0 0 0 0

5 5 0 5 0 0 5 0 0 0 0

2 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0

3 3 0 1 2 1 2 0 0 0 0

2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0

22 19 3 18 4 4 18 0 0 0 0

596 292 304 447 149 46 472 5 36 37 0

最　終　学　歴

農 業

性　別
試　験　区　分 総　数

住　所

福 祉

上
級
試
験

小・中事務上級

一 般 行 政

合　　　　計

計

経
験
者
職
員
採
用
試
験

民間企業等職務
経 験 者 区 分

一 般 行 政

設 備

心 理

警察事務上級

薬 剤 師

総 合 土 木

化 学

建 築

設 備

林 業

計

免
許
資
格
職
試
験

獣 医 師

司 書

計

設 備

保 健 師

管 理 栄 養 士

保健師（警察）

海外活動等職務
経 験 者 区 分

一 般 行 政

計

警察事務初級

建 築

初
級
試
験

総 合 土 木

小・中事務初級

農 業

設備（警察）

栄 養 士

小　　計

総 合 土 木

小　　計

一 般 事 務



２　採用選考

(1) 採用選考実施状況　総括表

部 長 級 3 3 3 3 - - - -

副 部 長 級 3 3 3 1 - 1 1 -

課 長 級 18 18 18 7 8 2 1 -

副 課 長 級 6 6 6 - 3 3 - -

主 幹 級 1 1 1 1 - - - -

主 査 級 18 18 18 4 11 2 - 1

主 任 8 8 8 4 4 - - -

主 事 ・ 技 師 2 2 2 2 - - - -

計 59 59 59 22 26 8 2 1

一 般 事 務 357 26 19 8 7 2 1 1

計 357 26 19 8 7 2 1 1
看 護 師 268 172 145 4 - - 141 -
歯 科 衛 生 士 2 1 1 - - - 1 -
診 療 放 射 線 技 師 6 3 3 - - - 3 -
臨 床 検 査 技 師 10 7 7 - - - 7 -
理 学 療 法 士 7 5 5 1 - - 4 -
作 業 療 法 士 3 2 2 2 - - - -

1 1 1 1 - - - -
言 語 聴 覚 士 4 2 1 - - - 1 -
職業訓練指導員（機械科） 2 1 1 1 - - - -
職 業 訓 練 指 導 員
（ 冷 凍 空 調 機 器 科 ） 3 1 1 1 - - - -
職 業 訓 練 指 導 員
（電気工事科又は電気科） 3 1 1 1 - - - -

1 1 1 1 - - - -

児童自立支援専門員 1 1 1 1 - - - -
保 育 士 5 4 4 4 - - - -
学芸員（考古（先史時代）） 7 2 2 - 2 - - -
学芸員（歴史（中世史）） 7 2 2 - 2 - - -
学芸員（歴史・近現代史） 8 1 1 - 1 - - -
学芸員（美術史） 7 1 1 - 1 - - -
学 芸 員 （ 美 術 ） 7 1 1 - 1 - - -
学芸員（地質学） 7 1 1 - 1 - - -
水 産 4 2 2 2 - - - -
環境研究（環境科学） 3 1 1 1 - - - -
精神保健福祉指導 3 2 1 1 - - - -

2 0 0 - - - - -
精神保健福祉指導（心理系） 4 3 2 1 - - 1 -
臨 床 工 学 技 士 2 1 1 1 - - - -
医 療 事 務 3 2 2 2 - - - -
病 院 薬 剤 師 4 3 3 3 - - - -
児 童 福 祉 司 35 28 23 23 - - - -
点 字 司 書 2 1 1 - 1 - - -

計 421 253 218 51 9 0 158 0

837 338 296 81 42 10 161 2

定

例

選

考

合　　　　　計

注 割愛採用等には、併任職員及びさいたま市立の小・中学校からの異動（採用）は含まない。

　 任命権者委任分については、別表（任命権者委任分）を参照。

　定例選考においては、選考職種は１９職種で、被選考者数は前年度より１９人増加し

人 人人

警　察 病　院

　職員の任用に関する規則第１５条に基づき、職員採用選考を実施した。

身
体
障
害
者

知　事 教　育

人

被選考者
採用の内訳

採用者

人 人

　看護師選考の被選考者数は前年度より２６人減少して２５５人となり、合格者は

区　　　分 合格者

３６２人となった。

人人

割

愛

採

用

等

その他

前年度より１３人減少して１９０人となった。



別表　任命権者委任分

77 77 77 4 - - 73

- - 0 - - - -

12 12 12 - - 12 -

11 11 11 - - 11 -

16 16 16 - - 16 -

- - - - - - -

- - - - - - -

(2) 主な選考の実施状況

適性試験

人物試験

受験資格

巡 査 長

巡 査

区分

看 護 師

区分

一般事務

人

区分

定
例
選
考

割
愛
採
用

医 師

歯 科 医 師

警 部

警 部 補

巡 査 部 長

○地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当しない者

　知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医若しくは障

　害者職業センターによる知的障害者であることの判定書の交付を受けている者

○日本国籍を有する者

○身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が１～６級の者　または 【２次選考】

　精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者　または 人物試験

　都道府県知事若しくは政令指定都市市長が交付する療育手帳又は児童相談所、

教養試験

（択一40問2時間）

作文試験

（1題1時間）

○昭和35.4.2～平成14.4.1までに生まれた者

475 357 75.2 26 13.73

（１次）
令和
1.10.20

（２次）
令和
1.11.16

（１次）
令和
1.11.6

（最終）
令和
1.12.10

【１次選考】

人 ％ 人 倍

ａ ｂ ｂ／ａ ｃ ｂ／ｃ 発表日

　イ　障害者を対象とした選考

申込者 被選考者 受験率 合格者 倍　率
選考日

合　格
選考の方法

受験資格

○昭和35.4.2以降に生まれた者で、看護師の免許を有する者又は平成31年度に行われる

　国家試験により免許取得見込みの者（国籍不問）

○地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当しない者

作文試験

（1題1時間）

31 31 100.0 21 1.48
令和
元.12. 7

令和
2.1.14

248 237 95.6 151 1.57
令和
元. 5. 19

令和
元.6.17

人 人 ％ 人 倍

選考の方法
ａ ｂ ｂ／ａ ｃ ｂ／ｃ 発表日

　ア　医療従事職員

採用候補者 被選考者 受験率 合格者 倍　率
選考日

合　格

病　院

人 人 人 人 人 人 人

令和2.3.31現在

被選考者 合格者
内定者 内定（採用）の内訳

備　考
(採用者) 知　事 教　育 警　察



主 査 級 4 4
主 幹 級 4 4
副 課 長 級 4 4

(780)

課 長 級 2 2

1,468 1,468

副 部 長 級 2 2 (780)

下
水
道
事
業
管
理
者

部 長 級 1 1

小 計 17 17

３　昇　　任

　地方公務員法第２１条の４第１項、職員の任用に関する規則第２１条の２及び第２１条の
１０の規定に基づき、競争試験又は選考により、職員の昇任を行った。
  競争試験には、警部昇任試験、警部補昇任試験及び巡査部長昇任試験があり、職員の任用
に関する規則第２１条の８の規定に基づき、警察本部長に委任している。
  選考では､職員の任用に関する規則第２１条の１４の規定に基づき､主任及び技能職員の職
への昇任を任命権者に、警部、警部補、巡査部長及び巡査長の職への昇任を警察本部長に委
任し、それ以外は人事委員会の選考により行った。
  なお、人事委員会が行う選考のうち、一般行政事務に従事する職員の主査級への昇任につ
いては、職員の任用に関する規則第２１条の１１の規定に基づき、主査級昇任試験を実施し
た。

(1) 試　　験
　　警察官昇任試験実施状況

443 1.5 443 369 6.8巡査部長 2,550 2,519 657 3.8 652
550 292 243 10.1

121 3.4 121 73 21.9
警部補 2,463 2,446 555 4.4

　　倍

292 1.9

　　人 　　人 　　倍
警　部 1,618 1,596 412 3.9 409

ｄ／ｅ ｆ ｂ／ｆ
　　人 　　人 　　人 　　倍 　　人 　　人
ａ ｂ ｃ ｂ／ｃ ｄ ｅ

最　終
合格者

最  終
倍　率受験者 合格者 倍　率 受験者 合格者 倍　率

選
挙
管
理
委
員
会

代
表
監
査
委
員

教
育
委
員
会

20

区  分
申込者 一次試験 二次試験 口  述

術　科
受験者

知
　
　
事

部 長 級 1 人 1

県
議
会
議
長

0

0
部 長 級

(2) 選　　考
　ア　昇任選考

職 被 選 考 者 合　格　者 職 被 選 考 者 合　格　者
8 人

人
事
委
員
会

0

1

人
副 部 長 級 29 29 副 部 長 級 0

8 人

課 長 級 63 63 課 長 級 0 0
副 課 長 級 85 85 副 課 長 級 0
主 幹 級 130 130 主 幹 級 0 0
主 査 級 117 117 主 査 級 0 0
小 計 432 432 小 計 1
部 長 級 0 0 部 長 級 0
副 部 長 級 0 0 理 事 官 級 18 18
課 長 級 0 0 警 視 82 82
副 課 長 級 0 0 警 部 ※ 74 74
主 幹 級 0 0 警 部 補 ※ 245 245
主 査 級 1 1 巡査部長※ 369 369
小 計 1 1 部 長 級 0 0
部 長 級 0 0 副 部 長 級 5 5
副 部 長 級 0 0 課 長 級 2 2
課 長 級 0 0 副 課 長 級 2 2
副 課 長 級 0 0 課長補佐級 19 19
主 幹 級 0 0 係 長 級 20 20
主 査 級 0 0 小 計 836 836
小 計 0 0 （※を除く） (148) (148)
部 長 級 1 1 部 長 級 1 1
副 部 長 級 0 0 副 部 長 級 1 1
課 長 級 0 0 課 長 級 7 7
副 課 長 級 0 0 副 課 長 級 9 9
主 幹 級 0 0 主 幹 級 0 0
主 査 級 1 1 主 査 級 11

2

11
小 計 2 2 小 計 29

0

29
部 長 級 1 1 部 長 級

1

2
副 部 長 級 9 9 副 部 長 級

5

0
課 長 級 10 10 課 長 級

20

1
副 課 長 級 5 5 副 課 長 級

13

5
主 幹 級 35 35 主 幹 級

41
主 査 級 49 49 主 査 級 13

注　※印の職への昇任選考は、職員の任用に関する規則第21条の14第２項の規定により、
　警察本部長に委任したものである。

小 計 109 109 41

（※を除く）

小 計

警
察
本
部
長

公
営
企
業
管
理
者

病
院
事
業
管
理
者

合　　　計



〔最終〕

第２次
試　験

ｄ ｃ/ｄ

％ 人 倍

2.3

3.8

－ －

人 人 ％ 人

受験率等

プレゼンテーション
・説明資料作成
（１時間30分）
・個別説明
　　（約30分）

R1.11.13

申込者 受験者等

(ｲ)実施状況

イ　主査級昇任試験（第４６回）

(ｱ)実施日程、試験の方法及び受験資格

合格者等 倍率

区　分
ｃ ｃ/ａ

有資格者

区分 試験の方法 試験日

第２次
試　験

論文（１時間）

受　験　資　格

　次のａ及びｂの要件をすべて
 満たす者とする。
　ａ　一般行政事務に従事する
    主任のうち、令和２年３
    月３１日（以下「基準日」
    という。）現在４１歳未満
    であって、かつ、本県職員
    としての在職期間が１年を
    超える者。ただし、３３歳
    未満の者にあっては、基準
    日現在において、主任在職
    期間が１年を超える者。
　ｂ　平成３１年３月３１日現
　　在、人事委員会が別に定め
　　る研修を修了した者。ただ
　　し、人事委員会が特に認め
　　た者については、特例とし
　　て当該条件を満たす者とみ
　　なす。

R1.10.25R1.10.20

R1.11.19
   11.20
   11.21

R1.11.13

合　格
発表日

R1.12.13

小　計

第１次
試　験

択一式４０問
（１時間40分）

ａ ｂ ｂ/ａ

第１次
試　験

第１次
試　験
免除者

個別面接
　　（約30分）

申込率

274 183 159 79 2.066.8 58.0

70.3

－

－

56

55

49

128

49 87.5

63.0

80.5159 128

49

330 232 208

87.5



４ 転 任 
 

  職員の任用に関する規則第３条第３項の規定に基づき、職に欠員を生じ、これを 

 転任によって補充しようとする場合について、その承認を行った。 

 
 

区 分 合   計 知 事 
教 育 

委員会 

警 察 

本部長 

公営企業 

管 理 者 
その他 

教 員 か ら 事 務 職 員 

事務職員から警察官 

警察官から事務職員 

警察官から技術職員 

技 能 職 員 か ら 技 術 職 員 

     人 

   ２４ 

    ８ 

      １１ 

    － 

     － 

   人 

   ４ 

    － 

   ７ 

   － 

   － 

   人 

  ２０ 

   － 

   － 

  － 

  － 

   人 

  － 

   ８ 

   ４ 

  － 

  － 

    人 

  － 

  － 

  － 

  － 

  － 

   人 

   － 

   － 

  － 

  － 

  － 

合      計    ４３    １１ ２０ １２ －  － 

 

５ 臨時的任用 
 

  職員の任用に関する規則第３９条及び第４０条の規定に基づき、職に欠員が生じ 

 た場合において、臨時的任用を行うこと及びその期間の更新を行うことについて、 

 その都度承認を行った。 

 
 

職 
 承   認   状   況  

新    規  更 新 

教育委員会 

 主  事（高校）  

 主  事（特別支援）  

 主  事（教育事務所）  

 主  事（博物館）  

 主  事（教育局等）  

 事務主事（小･中）  

 司  書（図書館）  

 司  書（高校）  

 司  書（教育局等）  

 栄養技師（高校）  

 栄養技師（特別支援）  

 学校栄養職員（小･中)  

 学  芸  員  

 技     師  

７  

３  

０  

２  

 ２  

１９９  

１４  

１０  

１  

１１  

０  

４９  

５  

０  

６３ 

１９ 

０ 

１ 

３ 

９４ 

１３ 

１０ 

１ 

７ 

４ 

４４ 

６ 

０ 

病    院 

 医     員 

技     師  

 司     書  

      ４  

１  

   ０  

     ２ 

０ 

      ０ 

警察本部  警察主事        ０          ０  

 合     計         ３０８          ２６７ 

 



第 ３ 章  給 与 関 係  

 

 職員の給与に関して、平成３１年４月現在における職員の給与及び県内民間事業所

の給与を調査し、これらに基づいて、職員の給与等に関する報告、勧告及び意見の申

出を行ったほか、職員の給与の支払を監理するための調査を行った。 

 

１ 職員の給与等に関する報告、勧告及び意見 

 

  令和元年１０月２３日、地方公務員法第８条、第１４条及び第２６条の規定に基

づき、議会及び知事に対し、職員の給与等について報告、勧告及び意見の申出を行

った。 

  その概要は、次のとおりである。 

 

 (1) 職員の給与に関する報告、勧告及び意見 

  ア 職員の給与の状況 

    本委員会が実施した「平成３１年職員給与実態調査」によると、平成３１年

   ４月１日において、職員の総数は５３，９６７人で、平均年齢は４０．０歳と

   なっている。これらの職員の平均給与月額（給料、扶養手当、地域手当、住居

   手当及び管理職手当等の合計額）は、３９９，１４０円となっている。 

    これらのうち、行政職給料表の適用を受ける職員の平均年齢は４２．３歳、

平均給与月額は３８３，１４６円となっている。 

 

  イ 民間給与の調査 

職員給与と民間給与との精密な比較を行うため、企業規模５０人以上、かつ、

事業所規模５０人以上である県内の２，２７３民間事業所のうちから、層化無

作為抽出法によって抽出した４８７の事業所について「２０１９年（平成３１

年）職種別民間給与実態調査」を実施し、公務と類似すると認められる７６職種の１

８，３９３人の従業員について、平成３１年４月分として支払われた給与月額等

を個別に調査した。また、各民間企業における各種手当・給与改定の状況、初

任給等についても事業所単位で調査した。 

 

  ウ 職員給与と民間給与との比較 

本委員会は、前記の職員給与実態調査及び職種別民間給与実態調査の結果に 

基づき、職員にあっては行政職、民間にあってはこれと類似すると認められる

職種の常勤の従業員について、職務の種類別に、役職段階、学歴、年齢が対応

すると認められる者同士の諸手当を含む給与額を対比させ精密に比較した。そ

の結果、職員給与が民間給与を１人当たり平均４４６円（０．１２％）下回っ

ていた。 

また、平成３０年８月から令和元年７月までの１年間において、民間事業所



で支払われた賞与等の特別給は、所定内給与月額の４．５０月分に相当して

おり、職員の期末・勤勉手当の年間支給月数（４．４５月）が民間の特別給

の年間支給割合を下回っていた。 

 

  エ 生計費 

    平成３１年４月におけるさいたま市の２人世帯、３人世帯及び４人世帯の標準生計 

   費は、それぞれ１４５，２７０円、１９０，８４０円及び２３６，３８０円となって

いる。 

 

  オ 職員の給与改定 

   (ｱ) 月例給（平成３１年４月から実施） 

     行政職給料表：初任給をはじめ主として若年層について引上げ 

     行政職給料表以外の給料表：行政職給料表との均衡を基本に改定 

 

   (ｲ) 特別給（令和元年１２月から実施） 

     民間事業所における年間支給割合（４．５０月）が、職員の期末・勤勉手

当の年間支給月数（４．４５月）を上回っていたため、民間の支給割合に見

合うよう引上げ（年間４．４５月 → ４．５０月（＋０．０５月）） 

 

  カ 地域手当等の見直し（令和２年４月から実施） 

   (ｱ) 地域手当 

国や他の都道府県の状況を踏まえ、地域手当の支給割合を下記表のとおり

引下げ。あわせて、地域手当の算定にあたっては、給料の調整額、管理職手

当及び扶養手当それぞれの月額の合計額に一定の調整を行う。（医療職給料

表（１）の適用を受ける職員を除く。） 

 

職員 支給割合 

埼玉県の区域に在勤する職員     ８．３％ 

東京都の特別区の存する地域に在勤する職員    １１．３％ 

 

   (ｲ) 給料表 

前記(ｱ)による地域手当の引下げを踏まえ、オ(ｱ)の改定後の給与水準を維

持するため、給料月額は給料表の額に１００分の１０１．５７１を乗じて得

た額とする。（医療職給料表（１）を除く。） 

 

   (ｳ) 諸手当等 

次の手当等の算定の基礎となる給料月額は、前記(ｲ)による見直し前の額と

する。 

a 給料の調整額 

b 期末手当・勤勉手当（管理又は監督の地位にある職員に加算する額に限



る。） 

c 農林業普及指導手当 

 

  キ 給与制度の改正等 

   (ｱ) 住居手当（令和２年４月から実施） 

本年の人事院勧告における住居手当の改定を踏まえ、本県においても国に

準じた所要の改定 

支給対象の家賃額の下限 １２，０００円 → １６，０００円 

     手当額の上限 ２７，０００円 → ２８，０００円 

 

   (ｲ) 特殊勤務手当（令和２年４月から実施） 

変則勤務手当等について、国の支給状況等を踏まえ、支給内容の見直し等

の必要な措置を講ずることが適当 

深夜における介護の勤務一回につき １，１００円 → １，６００円 

午後７時～午前６時３０分の勤務のうち、深夜以外の変則勤務手当を廃止 

 

   (ｳ) 人事評価の給与への反映 

改正地方公務員法が平成２８年４月から施行されたことを踏まえ、人事評

価の給与への反映を進めてきた。 

今後も、再任用職員等を含めた職員に対する人事評価の的確な給与への反

映をより徹底し、適切な運用を図っていくことが必要である。 

 

   (ｴ) 教育職員の給与 

本県ではこれまで、国の方針を踏まえつつ、適宜見直しを行ってきている。 

国においては、昨年策定した部活動の在り方に関する総合的なガイドラインを踏

まえ、本年度から教員特殊業務手当に関する予算上の見直しを行ったところである。 

本県においても、教育職員の給与の適切な見直しを速やかに進めていく必要があ

る。 

 

 (2) 人事管理に関する報告(意見) 

  ア 人材の確保、育成及び活用 

   (ｱ) 人材の確保 

人材確保が厳しい中、本県職員の仕事がやりがいのある魅力的なものであ

るという認識が定着するよう情報発信していくとともに、学生等のニーズに

近づけるよう、新たな広報手段なども検討していく。 

障害者については、採用した職員の活躍を推進するため、サポート体制の    

整備等も進めていく必要がある。 

   (ｲ) 人材の育成 

     日ごろの職務の中での指導助言のほか、職員研修や計画的な人事異動など

を行うとともに、職員の主体的なキャリアプランニングを支援するなど、職



員の能力・意欲の向上を促すマネジメントを実行することが重要である。 

     加えて、年齢別における職員構成の特徴を踏まえ、中長期的な視点に立っ

た人材育成に取り組むことが求められている。 

   (ｳ) 能力・実績に基づく人事管理の徹底 

     人事評価の公平性や客観性、納得性に十分留意し、必要な改善を図るなど、

今後も人事評価を任用・給与等の人事管理により適切な活用を図っていくこ

とが重要である。 

     主査級昇任試験については、受験率が低下傾向にあり、昇任意欲向上のた

めの取り組みとして先輩役付職員から直接話を聞くことができる座談会を開

催した。 

     引き続き意欲の醸成事情を抱える職員でも受験しやすくなる方策を検討す

るとともに、出産や育児、介護等の事情を抱える職員でも受験しやすくなる

ような方策を検討していく。 

   (ｴ) 女性職員の活躍しやすい環境・意識づくり 

     女性のキャリア形成に資する計画的な人事異動や研修の充実などの取組を

着実に実行するとともに、女性の活躍に向けた意識を醸成し、女性職員が活

躍しやすい環境・意識づくりを推進する必要がある。 

   (ｵ) 高齢層職員の能力及び経験の活用 

     定年の引上げについて国の動向を注視しつつ、本県においても国の制度設

計や他の都道府県の動向等を踏まえ、検討を進めていく必要がある。 

   (ｶ) 臨時・非常勤職員制度に係る法改正への対応 

     会計年度任用職員については、「会計年度任用職員の報酬等に関する条例」

の施行に向け、適切に対応していく必要があるとともに、臨時的任用職員に

ついては、改正法の趣旨等を踏まえ、適切な運用を図っていく必要がある。 
  イ 働き方改革と勤務環境の整備等 

(ｱ)  総実勤務時間の縮減 

 労働基準法の改正などを踏まえて、本県においても規則を改正し、職員に

時間外勤務を命ずる場合の上限を定め、本年４月から施行している。時間外

勤務縮減のために所属長等による業務の見直し、ICTの活用など事務事業の更

なる効率化を推進していく必要がある。学校現場においては、教職員が担う

べき業務の明確化と削減、業務改善等を進めていくことが求められる。公立

小中学校においても、市町村教育委員会と連携して取り組む必要がある。 

(ｲ） 仕事と生活の両立支援の推進 

 柔軟で多様な勤務形態は、公務能率の維持向上及び仕事と生活の両立に資

するため、職員が利用しやすい制度となるよう継続的に見直しを行っていく

必要がある。 

(ｳ) 心身の健康管理 

 職員の健康状態を日常的に把握し適切な対策を講じていく必要があり、各

職場においてはストレスチェックの分析結果を活用して職場環境の改善に取

り組むことが重要である。 



 あわせて、長時間労働による健康障害防止のため、月８０時間を超える時

間外勤務を行った職員が確実に医師による面接相談を受けられるようにする

必要がある。 

 また、職員ががん等の罹患後も、治療と仕事を両立して働き続けていける

よう配慮が求められる。 

(ｴ) ハラスメントの防止 

 ハラスメントは、被害者と加害者の認識のズレがあり、「加害」の意識が

ないままハラスメント行為を行ってしまうケースがあることから、個々人の

認識の違いがハラスメントのリスク要因となることを理解し、ハラスメント

行為に対する認識が職場で共有されるよう実践的研修などの取組が求められ

る。 

(ｵ) 公務員倫理に基づいた意識と行動の徹底 

  全ての職員に公務員倫理に基づく意識とそれに伴う行動が徹底されること

を目指して、より実効性のある取組を進めていく必要がある。 

 

２ 職員給与実態調査 
 

 (1) 平成３１年４月における職員の平均給与月額等は、次のとおりである。 

  行政職給料表適用職員 全  職  員  

給 料 
円 

326,850     

円

341,593    

扶 養 手 当  7,565      7,501     

地 域 手 当 34,374     35,414     

住 居 手 当  5,445      5,918     

管理職手当  8,901      4,912     

そ の 他     11      3,802     

平均給与月額 383,146     399,140     

    (注)１ 給料には、給料の調整額、教職調整額等を含む 

      ２ その他は、単身赴任手当及び初任給調整手当等である。 



 (2) 給料表別平均給与月額等  

給 料 表  職員数  
平 均  

 
年 齢  

平 均 

 

経験年数  

給 料  
扶 養  

 
手 当  

地 域  
 

手 当  

住 居  
 

手 当  

管理職  
 

手 当  

その他の 
 

手 当 

平均給与月額  

 

行 政 職  
人 

8,339  

歳 

42.3  

年 

20.1  

円 

326,850  

円 

7,565  

円 

34,374  

円 

5,445  

円 

8,901  

円

11 

円

383,146 

 

公 安 職  11,650  37.5  16.8  324,281  11,088  33,730  4,292  1,805  139 375,535 

 

研 究 職  290  42.2  19.0  355,521  9,779  37,491  6,396  9,254  0 418,441 

 

医 療 職 (1 ) 53  46.6  21.9  467,943  9,528  84,282  6,392  49,289  230,653 848,087 

 

医 療 職 (2 ) 342  41.0  17.8  328,180  4,756  33,708  5,894  4,139  0 376,677 

 

医 療 職 (3 ) 216  42.2  19.5  337,695  4,532  34,401  5,212  1,783  0 383,623 

 

教 育 職 (1 ) 10,177  42.3  19.7  367,507  7,070  37,755  6,520  2,875  7,682 429,409 

 

教 育 職 (2 ) 21,827  39.4  16.7  346,052  5,940  35,738  6,552  6,115  5,180 405,577 

 

学校栄養職  61  42.3  21.2  332,100  1,770  33,387  3,384  0  0 370,641 

 

事  務  職 1,005  38.7  17.5  300,382  4,823  30,520  6,661  0  0 342,386 

 

特定任期付職員 1                  

 
全 給 料 表 53,967  40.0  17.8  341,593  7,501  35,414  5,918  4,912  3,802 399,140 

(注) １  給料には、給料の調整額、教職調整額等を含む。 

２ その他の手当は、単身赴任手当及び初任給調整手当等である。 

３ 特定任期付職員給料表の欄における斜線は、当該手当の支給制度がないことを示す。 



 (3) 給料表別人員及び学歴別・性別人員構成比 
 

給  料  表 職員数 
学 歴 別 人 員 構 成 比 性別人員構成比 
大学卒 短大卒 高校卒 中学卒 男性 女性 

行 政 職 給 料 表 

公 安 職 給 料 表 

研 究 職 給 料 表 

医療職給料表(1) 

医療職給料表(2) 

医療職給料表(3) 

教育職給料表(1) 

教育職給料表(2) 

学校栄養職給料表 

事 務 職 給 料 表 

特定任期付職員給料表 

人 

 8,339 

11,656 

   290 

    53 

   342 

   216 

10,177 

21,827 

   61 

 1,005 

     1 

％ 

 76.7 

 40.8 

 96.5 

100.0 

 84.5 

 53.7 

 94.9 

 92.0 

27.9 

 47.7 

％ 

  7.2 

  5.3 

  1.4 

   －

 15.2 

 45.8 

  3.0 

 8.0 

 72.1 

 14.9 

％ 

 16.0 

 53.9 

  2.1 

－

  0.3 

  0.5  

2.1 

  0.0 

   －

 37.4 

％ 

  0.1 

   －

   －

   －

   －

   －

   －

   －

   －

   －

 

％ 

 65.8 

 89.1 

 76.9 

 84.9 

 35.7 

  10.2 

 58.4 

 44.9 

  8.2 

 43.8 

 

％ 

 34.2 

  10.9 

 23.1 

 15.1 

 64.3 

 89.8 

 41.6 

 55.1 

 91.8 

 56.2 

全 給 料 表 53,967  78.1   6.7  15.2   0.0  60.2  39.8 

 （注） 再任用職員は含まれていない（以下(5)まで同じ。）。 

 

 

 (4) 給料表別・級別人員分布 

 

給  料  表 １級 ２級 特２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 10級 

行 政 職 給 料 表 
人 

866 

人 

1,341 

人 

 

人 

1,330 

人 

2,553 

人 

1,032 

人 

770 

人 

338 

人 

79 

人 

14 

人 

16 

公 安 職 給 料 表 624 1,554  2,476 4,215 1,667 529 388 146 57  

研 究 職 給 料 表 － 67  172 49 2      

医療職給料表(1)  14 15  17 7       

医療職給料表(2) 1 21  75 84 101 53 6 1   

医療職給料表(3) － 17  69 35 80 15 －    

教育職給料表(1) 186 9,436 102 276 177       

教育職給料表(2) － 19,191 515 1,094 1,027       

学校栄養職給料表 － －  5 27 29      

事 務 職 給 料 表 153 167  224 184 135 142     

 

 



 

 

３ 職種別民間給与実態調査 

 

  本委員会は、職員の給与を検討するため、平成３１年４月現在における民間 

 給与の実態を調査した。 

 ( 1 ) 調査対象事業所 

   全産業の企業規模５０人以上、かつ、事業所規模５０人以上の県内の

民間事業所２，２７３事業所 

 ( 2 ) 調査事業所の抽出 

   調査対象事業所を組織、規模、産業によって２７層に層化し、これらの

層から４８７事業所を無作為に抽出 

 【産業別・企業規模別調査事業所数】 

       企業規模 

産業 
規模計 500 人以上 

100 人以上 

500 人未満 
100 人未満 

産   業   計 
事業所 

４２１ 

事業所 

１８７ 

事業所 

１６５ 

事業所 

 ６９ 
 
農 業 , 林 業 、 漁 業         
 
鉱業,採石業,砂利採取業、
建 設 業 
 
製     造     業  
 
電気・ガス・熱供給・水道業、
情報通信業、運輸業,郵便業 
 
卸 売 業 , 小 売 業 
 
金 融 業 , 保 険 業、 
不 動 産 業 , 物 品 賃 貸 業  
 
教 育 , 学 習 支 援 業 、  
医 療 ,福 祉 、 サ ー ビ ス 業 
 

 
  －  

 

 １７ 
 

２０２ 
 

     ６８ 
 

  ２８ 
 
 

 ２２ 
 
 

 ８４ 

 
  －  

 

  ６  
 

 ７２ 
 

３７ 
 

 １６ 
 
 

 １３ 
 
 

 ４３ 

 
  －  

 

  ７  
 

 ９７ 
 

    ２２ 
 

  ６  
 
 

  ８  
 
 

 ２５ 

 
  －  

 

  ４  
 

 ３３ 
 

    ９ 
 

  ６  
 
  

  １  
 
 

 １６ 

 

 （注）１ 上記調査事業所のほか、企業規模、事業所規模が調査対象となる規模を下回っていたため調査対象外

であることが判明した事業所が５所、調査不能の事業所が 61 所あった。 

         ２ 調査対象事業所 487 所から企業規模、事業所規模が調査対象外であることが判明した事業所５所を除

いた 482 所に占める調査完了事業所 421 所の割合（調査完了率）は、87.3％である。 

      ３ 「500 人以上」とは、企業規模500 人以上、かつ、事業所規模50 人以上の事業所を、「100 人以上500

人未満」とは、企業規模 100 人以上 500 人未満、かつ、事業所規模 50 人以上の事業所を、「100 人未

満」とは、企業規模 50 人以上 100 人未満、かつ、事業所規模 50 人以上の事業所をいう。 

    ４ 「サービス業」に含まれる産業は、日本標準産業大分類の「学術研究,専門・技術サービス業」、「宿泊業,

飲食サービス業」、「生活関連サービス業,娯楽業」、「複合サービス事業」及び「サービス業（他に分類

されないもの）」（宗教及び外国公務に分類されるものを除く。）である。 

 

 ( 3 ) 調査実人員 

   18,393 人。なお、調査職種該当者（母集団）の推定数は 124,876 人。  

 

 



 

 

４ 給与の支払監理 

 

  本委員会は、地方公務員法第８条の規定に基づき、職員の給与について支払監理

を行った。 

 (1) 調査対象給与の種類 

  ア 扶養手当 

  イ 住居手当 

  ウ 通勤手当 

  エ 特殊勤務手当 

  オ  その他手当等 

 (2) 調査機関数 

   知事部局 １機関 

   教育局  １機関 

   警察本部 １機関 

 (3) 調査時期 

   令和２年１月１５日から１月２７日まで 

 



第 ４章   公平審査関係 

 

 公平審査制度は、職員の身分保障、権利救済を目的として地方公務員法に

よって創設されたものである。これは、中立、公正な第三者機関である人事

委員会に準司法的機能を与え、任命権者の人事上の権限行使についてチェッ

クし、もって適正な行政運営を確保することにある。  

 

１ 不利益処分に関する審査請求  
 

 地方公務員法は、違法又は不当な不利益処分の事後的な救済を目的とし

て審査請求の制度を設けている（第４９条から第５１条の２まで）。これ

は、任命権者によって懲戒等自己の意に反する不利益な処分を受けた職員

が、人事委員会に対して審査請求を行い、人事委員会は、その処分を審査

して、適法かつ妥当であればこれを承認し、違法又は不当であれば当該処

分の取消しや修正をするとともに、必要があれば、任命権者に対して、そ

の職員が被った不当な取扱いを是正する措置を指示するものである。  

平成３０年度から令和元年度に引き継がれた事案は１４事案７１件（う

ち昭和６０年以前に請求がなされたものは、１２事案６９件）であったが、

令和元年度中に２事案２件の請求があった。  

令和元年度においては、７事案５２件について終了の決定を行い、１事案

１件について棄却の裁決を行ったため、令和２年３月末における係属事案は、 

１３事案２０件である。 

 なお、係属中の事案は、次のとおりである。  

 

係属中の不利益処分審査請求事案  

（令和２年３月３１日現在）  

事案名 処分者 処分内容 備考 

昭和60年以前 

１０事案 

埼玉県教育委員会 停職 

減給 

戒告 

現在 

 17件 

平成31年（不）第１号事案 埼玉県教育委員会 減給 

 

 

令和元年（不）第２号事案 埼玉県教育委員会 懲戒免職 

 

 

令和元年（不）第３号事案 知事 懲戒免職 

 

 

 



２ 勤務条件に関する措置要求  

 
 地方公務員法は、職員が、給与・勤務時間その他の勤務条件について適

当な措置がとられることを可能にするため勤務条件に関する措置の要求の

制度を設けている（第４６条から第４８条まで）。職員は、職員としての

地位に基づく経済上の権利を確保するため、当局（権限を有する地方公共

団体の機関）の適当な措置がとられるべきことの審査を人事委員会に求め

ることができる。そして、人事委員会は審査の結果これを認めるべきと判

断したときは、その権限に属する事項については自ら実行し、その他の事

項については当局に実行させるため必要な措置を勧告するものである。  

 平成３０年度から令和元年度に引き継がれた事案は０事案０件、令和元

年度に３事案３件の要求があった。 

 令和元年度においては、１事案１件について却下の判定を行った。令和

２年３月末における係属事案は２事案２件である。 

 

 

３ 苦情相談  

 

 地方公務員法は、人事委員会の事務として職員からの苦情を処理するこ

とを定めており（第８条）、当委員会では、平成１７年度から相談窓口を

設け、審査請求や措置要求までに至らないような勤務条件などに関する職

員からの苦情相談を行っている。  

 令和元年度における相談件数は３１件（前年度３２件）、相談の主な内

容は、いじめ・パワハラ等１７件、任用関係４件となっている。 



第 ５ 章   勤 務 条 件 関 係 

 
 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、地方公務員法第２４

条において根本基準が規定され、同法第８条において人事委員会がその制度

の研究成果を地方公共団体の議会若しくは長又は任命権者に提出することと

されている。  
 また、地方公務員には、原則として労働基準法及び労働安全衛生法が適用

され、このうち、非現業職員に対する労働基準監督機関としての職権は、地

方公務員法第５８条第５項により、人事委員会が行うものとされている。  
 さらに、職員団体に関しては、人事委員会が職員団体の登録を行うととも

に、人事委員会規則により管理職員等の範囲を定めている。  
 
１ 人事管理に関する報告（意見）  
 

令和元年１０月２３日、地方公務員法第８条の規定に基づき、議会及び

知事に対して、人事管理に関する報告（意見）を行った。  
このうち、勤務環境等の整備に関する報告（意見）の概要は、第３章１

（２）イ以下のとおりである。  
 

２ 労働基準監督の状況 
 

労働基準法及び労働安全衛生法の規定は、地方公務員法第５８条第３項

の規定により除外されるものを除き、原則として職員に適用される。その

適用に関して、地方公務員法第５８条第５項の規定に基づき、労働基準法

別表第１第１２号及び官公署（別表第１に掲げる事業を除く。）の事業に

従事する職員について、人事委員会が労働基準監督機関の職権を行使して

いる。  

 (1) 認定、許可、検査等  

   令和元年度中に本委員会が行使した労働基準法及び労働安全衛生法に

関する労働基準監督機関の職権行使事項は次のとおりである。  

     内 容  知  事   教  育   警  察    計   

 ①  労 働 基 準 法 関 係  

  ア  事 業 所 の 号 別 決 定    １    ０    ０    １  

  イ  時 間 外・休 日 労 働 に 関 す る 協 定 届  ２ ５  ２１１    ２  ２ ３ ８  

  ウ  宿 直 又 は 日 直 勤 務 許 可    ０    ０    １    １  

  エ  解 雇 予 告 除 外 認 定    １    ６    ３   １０  

 ②  労 働 安 全 衛 生 法 関 係   

  ア  総 括 安 全 衛 生 管 理 者 選 任 報 告    １    ０    １    ２  

  イ  衛 生 管 理 者 選 任 報 告    ２   ５ ０   ２ ４   ７ ６  

  ウ  産 業 医 選 任 報 告   １ ２    ８    ８   ２８  

  エ  労 働 者 死 傷 病 報 告    ０    １   ７ ７   ７８  

  オ  機 械 等 設 置 届    １    ０    ５    ６  

   カ  機 械 等 設 置 報 告    ０    ０    ０    ０  

 



(2) 参考 

   県の機関については、令和２年３月３１日現在、労働基準法の規定に基づく号別決定 

  等が次のとおりなされている。 

 ア 人事委員会が労働基準監督機関の職権を行使する機関【３５９事業所】 

号別 業務内容 部局別 事     業     所     名 
 
 
 
 
１２ 

 
 
 
教育業 
研究業 
調査業 
[216] 

    

知 事 
[22] 

   

環境科学国際センター、消防学校[2]、衛生研究所、高等看護学

院、高等技術専門校[6]、職業能力開発センター、産業技術総合

センター、産業技術総合センター北部研究所、農業大学校、農業

技術研究センター、農業技術研究センター各試験場[2]、茶業研

究所、水産研究所、花と緑の振興センター、農村整備計画センタ

ー 

教 育 
[193] 

     

総合教育センター、総合教育センター江南支所、図書館[2]、近

代美術館、歴史と民俗の博物館、さきたま史跡の博物館、嵐山史

跡の博物館、自然の博物館、文書館、げんきプラザ[2]、伊奈学

園中学校（給食場を除く。）、県立高等学校(給食場を除く。) 

[139]、特別支援学校(寄宿舎及び給食場を除く。）[41] 

 警察[1] 警察学校 
 
 
 
 
 
 
  別表第１ 
   の各号に 
   属さない 
  事業 
    [142] 
      

 議会[1] 議会事務局 
 知 事 
  [72] 
     

本庁、東京事務所、パスポートセンター、地域振興センター[9]、県

税事務所[14]、自動車税事務所、婦人相談センター、男女共同参

画推進センター、消費生活支援センター、防災航空センター、環

境管理事務所[7]、福祉事務所[4]、精神保健福祉センター、発達

障害総合支援センター、児童相談所(中央、南、所沢及び越谷の

保護担当を除く。)[7]、食肉衛生検査センター、動物指導センタ

ー、計量検定所、農林振興センター(さいたま・東松山・秩父・

本庄・加須・春日部）[6]、川越農林振興センター管理部・農業

支援部・農村整備部、川越農林振興センター林業部、大里農林振

興センター管理部、大里農林振興センター農業支援部、病害虫防

除所、家畜保健衛生所[3]、総合技術センター、建築安全センタ

ー[3] 
 教育[5] 本局、教育事務所[4] 
  警  察 
   [61] 
 

本庁、装備課、生活経済課、自動車警ら隊、サイバー犯罪対策課、

鉄道警察隊、鑑識課、科学捜査研究所、機動捜査隊、交通指導課、

交通機動隊、高速道路交通警察隊、運転免許本部、公安第二課、

公安第三課、外事課、機動隊、さいたま市警察部、第一方面本部、

第二方面本部、第三方面本部、第四方面本部、警察署[39] 

 監査[1] 監査事務局 
人事委員会[1] 人事委員会事務局 
労働委員会[1] 労働委員会事務局 
収用委員会[1] 収用委員会事務局 

 



 
 イ 所轄の労働基準監督署が職権を行使する機関【４７事業所】 

号別 業務内容 部局別 事     業     所     名 

１ 
 製 造 
 加工業 
  [１] 

 教 育 

   [１] 

県立学校の給食場 

３ 
 土 木 
 建築業 
 [19] 

   

 知 事 

   [19] 

    

大里農林振興センター農村整備部、寄居林業事務所、県土整備 
事務所[12]、西関東連絡道路建設事務所、総合治水事務所、八潮

新都市建設事務所、大宮公園事務所、営繕・公園事務所 

７ 
 畜産業 
 水産業 
  [１] 

 知 事 

   [１] 

秩父高原牧場 

 

１３ 

 

 保 健 

 衛生業 
 [24] 

 知 事 

  [19] 

保健所[13]、総合リハビリテーションセンター、児童相談所保護

担当(越谷、中央、所沢、南)[4]、埼玉学園 

 教 育 
   [５] 

特別支援学校寄宿舎[5] 

１４ 
 
 娯楽場 
  [１] 

 知 事 

   [１] 

県営競技事務所 

１５ 
 清 掃 
 と畜場 
  [１] 

 知 事 

   [１] 

環境整備センター 

 
 

 

(3) ボイラー及び第一種圧力容器性能検査（労働安全衛生法第41条関係） 

  性能検査は、（一社）日本ボイラ協会埼玉検査事務所及び（公社）ボイラ・クレーン安全協会

 埼玉事務所が実施している。 

 

                                   （単位：基） 

 知事部局 教 育 局 警察本部 計 

 ボイラー    ４    ８    ２   １４ 

 第一種圧力容器    ６    ５    ２   １３ 

計   １０   １３    ４   ２７ 

 



３ 職員団体の登録状況  

 

職員団体は、地方公務員法第５３条の規定に基づく、職員団体の登録に関する条

例の定めるところにより、人事委員会に登録の申請を行うことができる。 
職員団体は、登録を受けることにより、①地方公共団体の当局は、職員団体の適

法な交渉の申入れに応ずべき地位に立つこと（第５５条）、②職員は、任命権者の

許可を受けて、登録職員団体の在籍専従役員になることができること（第５５条の

２）、③人事委員会に申し出て法人格を取得できること（職員団体等に対する法人

格の付与に関する法律第３条第１項）が認められる。 

人事委員会に登録されている職員団体は、令和２年３月末現在１４団体である。 

令和元年度には、埼玉県県土整備都市整備職員組合、埼玉県教職員組合、埼玉県職

員組合、埼玉教育労働者組合及び児玉郡市教職員組合から役員等についての登録事

項変更届が提出されたので、これらを受理し、登録を行った。 

 

                                              （令和２年３月３１日現在） 

職 員 団 体 名 主たる事務所の所在地 代 表 者 
法人・ 
非法人 
の 別 

単位団体 
又は連合 
体 の 別 

役員数 
(名) 

構成員数 
(名) 

登   録 
年 月 日 

 
 

埼 玉 県 県 土 整 備 

都 市 整 備 職 員 組 合 

さいたま市南区沼影2-4-7 

(さいたま県土整備事務所内) 
植村 辰雄 法  人 単位団体 ７ ４７３ 

昭和 

４１.１０. ６ 

埼玉県高等学校教職員組合 
さいたま市浦和区高砂3-12 

-24(埼玉教育会館内) 
新島 善弘 法  人 単位団体 ３５ １,８７７ ４１.１０. ８ 

埼 玉 県 教 職 員 組 合 
さいたま市浦和区高砂3-12 

-24(埼玉教育会館内) 
北村 純一 法  人 単位団体 １９ ８２０ ４１.１０. ８ 

埼 玉 県 職 員 組 合 
さいたま市浦和区高砂3-15-1 

(県庁内) 
竹渕 晴男 非法人 単位団体 ２３ ５０２ ４１.１０. ８ 

埼玉県独立高等学校 

教 職 員 組 合 
さいたま市浦和区高砂4-4-1 田島 高行 非法人 単位団体 １３ ８６ ４２.１０.２８ 

学校事務ネットワーク 

さ い た ま 
さいたま市浦和区高砂4-3-5 礒田 勝 法  人 単位団体 １１ １９ ５１.１１.２９ 

埼玉教育労働者組合 八潮市八潮7-19-12 小沢 孝雄 法  人 単位団体 １０ １８ ５５.  ２.１３ 

埼 玉 教 職 員 組 合 
さいたま市浦和区仲町3-13 

-10(ヤギシタビル４Ｆ) 
金子 彰 法  人 単位団体 １３ ３６７ 

平成 

元.１２.２５ 

埼玉高等学校教職員組合 
さいたま市浦和区仲町3-13 

-10(ヤギシタビル内) 
嶋田 和彦 法  人 単位団体 １１ ２０１ 元.１２.２５ 

児玉郡市教職員組合 
本庄市児玉町吉田林910-1 

(児玉教育会館内) 
木村 和世 法  人 単位団体 １０ １０２ ２.  ４.１７ 

比 企 教 職 員 組 合 
東松山市六軒町19-17 

(比企教育会館内) 
田嶋 髙治 法 人 単位団体 １５ １２２ ２.  ５.１８ 

自治労埼玉県職員労働組合 
さいたま市浦和区高砂3-15-1 

(県庁内) 
遠藤 裕治 非法人 単位団体 ３３ １８４ ３.  ２. １ 

学 校 ユ ニ オ ン 埼 玉 
さいたま市中央区上落合

2-4-2-908 
戸谷 克己 非法人 連合体 ６ 

構成団体数 

５（団体）
１６.  ４． ８ 

教育者ネットワーク埼玉 東松山市石橋2148-20 千野 武則 非法人 単位団体 ３ ３２ ２２. ９．３０  

  注 構成員数は、当該団体から届出のあった登録申請書又は登録事項変更届に記入のあった数である。 



４ 年次休暇等の使用状況及び時間外・休日勤務の実績  

 

  人事管理に関する報告（意見）の基礎資料とするため、平成３０年の年次休暇等 

 の使用状況及び時間外・休日勤務の実績について、調査を実施した。 

 

 (1) 年次休暇の使用状況（職員１人当たりの平均使用日数） 

                                                               単位（日）   

 知 事 部 局 教 育 委 員 会  

本庁 地域 全体 本庁 教育事務所 その他の地域 小学校 中学校 県 立 学 校 全体 

11.1 

(11.0) 

14.3 

(14.3) 

13.0 

(13.0) 

10.3 

(10.6) 

12.3 

(11.2) 

13.7 

(12.9) 

12.5 

(12.2) 

10.3 

(10.0) 

12.4 

(12.9) 

12.0 

(11.9) 

 

 警 察 本 部 行 政 委 員 会 全 体  

本部 警察署 全体 議会事務局 人委事務局 監査事務局 全体 

10.9 

(11.5) 

8.8 

(8.9) 

9.5 

(9.8) 

13.3 

(13.9) 

9.7 

(11.6) 

13.5 

(17.0) 

12.4 

(14.2) 

11.5 

(11.5) 

 

  （注）（ ）内の数字は、平成２９年の数値である。 

 

 

 (2) 夏季休暇の使用状況（職員１人当たりの平均使用日数） 

                                                                単位（日） 

 知 事 部 局 教 育 委 員 会  

本庁 地域 全体 本庁 教育事務所 その他の地域 小学校 中学校 県 立 学 校 全体 

4.8 

(4.9) 

4.8 

(4.9) 

4.8 

(4.9) 

5.0 

(5.0) 

5.0 

(5.0) 

5.0 

(4.9) 

5.0 

(5.0) 

5.0 

(5.0) 

4.6 

(4.6) 

4.9 

(4.9) 

 

 警 察 本 部 行 政 委 員 会 全 体  

本部 警察署 全体 議会事務局 人委事務局 監査事務局 全体 

5.0 

(5.0) 

4.9 

(4.9) 

4.9 

(4.9) 

5.0 

(5.0) 

4.7 

(4.7) 

4.6 

(4.6) 

4.8 

(4.8) 

4.9 

(4.9) 

 

  （注）（ ）内の数字は、平成２９年の数値である。 



 (3) 厚生計画実施に係る職務専念義務免除の状況（職員１人当たりの平均承認日数） 
                                                                 単位（日） 

 知 事 部 局 教 育 委 員 会  
本庁 地域 全体 本庁 教育事務所 その他の地域 小学校 中学校 県 立 学 校 全体 
2.2 

(2.1) 

2.8 

(2.7) 

2.5 

(2.5) 

1.6 

(1.5) 

3.0 

(2.9) 

2.6 

(2.7) 

3.0 

(3.0) 

3.0 

(3.0) 

1.9 

(2.0) 

2.6 

(2.6) 
    

 警 察 本 部 行 政 委 員 会 全 体  
本部 警察署 全体 議会事務局 人委事務局 監査事務局 全体 
0.0 

(0.0) 

0.0 

(0.0) 

0.0 

(0.0) 

2.6 

(2.4) 

2.4 

(2.5) 

2.5 

(2.7) 

2.5 

(2.5) 

2.0 

(2.0) 

 

   （注１）対象期間は平成３０年５月～平成３１年３月、（ ）内の数字は平成 

     ２９年５月～平成３０年３月の数値である。 

   （注２）取得可能日数は３日である。 

 

 

 (4) 時間外・休日勤務時間（月平均の時間外・休日勤務時間） 

                    単位（時間／月） 

 知 事 部 局 教 育 委 員 会  

本庁 地域 全体 本庁 教育事務所 その他の地域 全体 

15.8 

(14.5) 

9.1 

(8.9) 

11.7 

(11.1) 

23.6 

(21.8) 

18.5 

(18.3) 

4.2 

(3.7) 

15.6 

(14.5) 

 

 警 察 本 部 行 政 委 員 会 全 体  

本部 警察署 全体 議会事務局 人委事務局 監査事務局 全体 

18.2 

(18.1) 

23.3 

(22.9) 

21.7 

(21.4) 

12.3 

(11.1) 

21.3 

(19.1) 

6.2 

(6.1) 

13.0 

(11.8) 

18.4 

(17.9) 

 

  （注１）（ ）内の数字は、平成２９年度の数値である。 

    （注２）調査対象者は、時間外勤務手当の支給対象職員とした。 

  

 



第 ６ 章  そ の 他 

１ 会議等開催状況（令和元年度）  

 
 (1) 全国人事委員会連合会（全人連） 
 
  会議名  開催期日  開催地  備 考 

 
 第  1 2 7 回  総  会 
 第62回公平審査事務研修会 
 給 与 勧 告 説 明 会 

 令和 
   元. 6.24 
   元. 7.11～7.12 
   元. 8.9 

 
 東 京 都 
 岡 山 県 
 東 京 都 

 
 
 

 
 (2) 全国人事委員会事務局長会議 
 
  会議名  開催期日  開催地  備 考 

 
 事 務 局 長 会 議 

 令和 
   元. 9.6 

 
 東 京 都 

 
総務省主催 

 
 (3) 十六都道府県人事委員会協議会 
 
  会議名  開催期日  開催地  備 考 

 
 委 員 長 ・ 事 務 局 長 会 議 
 事 務 局 長 会 議 

 平成・令和 
   31. 4.19 
   元. 8. 6～8. 7 

  
 熊 本 県 

 福 岡 県 

 

 
 (4) 関東甲信越静人事委員会協議会 
  ア 会議 
  会議名  開催期日  開催地  備 考 

 
 委 員 長 ・ 事 務 局 長 会 議 
 事 務 局 長 会 議 

 令和 
   元. 5. 9 

   元. 9. 6 

 
 栃 木 県 
 茨 城 県 
 

  

 
  イ 研修会 
  研修会名  開催期日  開催地  備 考 

 
 公 平 審 査 事 務 研 修 会 
 任 用 事 務 研 修 会 

 給 与 事 務 研 修 会 

 令和 
   元. 6.14 
    2. 1.10 
    2. 1.17 

 
 東 京 都 
 東 京 都 
 東 京 都 

 

埼玉県主催 

静岡県主催 

群馬県主催 

 
 (5) 三県人事委員会連絡協議会 
 
  会議名  開催期日  開催地  備 考 

 
給 与 担 当 課 長 会 議 

任 用 担 当 課 長 会 議 

 令和  
  元. 9. 5 

 2. 1.24 

 

東 京 都 

埼 玉 県 

 

千葉県主催 



２ 事務局職員名簿  

 

                                 （令和２年３月３１日） 

課 担 当 職 名 氏    名 摘      要  

   事 務 局 長 
 
 
 副事務局長兼 

 総務給与課長 

 武 藤   彰 
 
 
 諸 角   文 

 退職 
 
 
 男女共同参画センターへ出向 

 総務給与課 

    副 課 長  小 倉  基 弘   

 総務担当  主   査 

 主   事 

 非 常 勤 

 山 田  起 代 美 

 木 原 彰 駿 

 髙 橋 文 佳 

 総務事務センターへ出向 

  

 給与制度担当  主   幹 

 主   査 

 主   査 

 主   事 

 主   事 

 主   事 

 主   事 

 髙 橋  洋 一 

 佐 藤 義 之 

 大 坪   亮 

 市 川 泰 地 

 小 池 一 輝 

 齊 藤 智 士 

 板 垣 初 美 

  

 共助社会づくり課へ出向（いきいき埼玉派遣）

  

  

  

 少子政策課へ出向 

  

 任用審査課  課   長  益 城 英 一   

  審査相談担当  主    幹 

 主   査 

 主   事 

 主   事 

 (併)主 任 

 江 森 昌 子 

 海 野 直 子 

 菊 池 雄 大 

桜 田 詩 織 

 桑 名 卓 也 

  

 個人県民税対策課へ出向 

  

  

  

 採用試験担当  主   幹 

 主   査 

 主   査 

 主   任 

 主   事 

 主   事 

 主   事 

 主   事 

 非 常 勤 

 井ノ川 義太孝 

 玉 目 啓 明 

 南 亨 

 溝 口 貴 裕 

 梶 山 雄 太

 浅 野 新 吾 

 藤 平 由 衣 

 河 見  啓 太 郎 

 中 井 洋 子 

 農業ビジネス支援課へ出向 

 経営管理課へ出向 

  

 税務課へ出向 

  

  

  

  

 退職 

 昇任試験担当  主   幹 

 主   査 

 主   査 

 藤 井 繁 明 

 河 村  英 里 香 

 阿 部 正 和 

 先端産業課へ出向  

  

  

 

 



（令和２年４月１日） 

課 担 当 職 名 氏    名 摘      要  

  事 務 局 長 
 
 
 副事務局長兼 

 総務給与課長 

 阿 部   隆 
 
 
 田 口   修 

 保健医療部より昇任 
 
 
 産業人材育成課から 

 総務給与課 

    副 課 長  小 倉  基 弘   

 総務担当  主   査 

 主   事 

 会計年度任用 

 岡 田 瑞 恵 

 木 原 彰 駿 

 髙 橋 文 佳 

 ウーマノミクス課から 

  

 給与制度担当  主   幹 

 主   査 

 主   査 

 主   任 

 主   事 

 主   事 

 主   事 

 髙 橋 洋 一 

 金 子   功 

 大 坪   亮 

 市 川 泰 地 

 小 池 一 輝 

 岩 崎 伸 広 

 板 垣 初 美 

  

 地域政策課から 

  

  

  

 県土整備政策課から 

 任用審査課  課   長  益 城 英 一   

  審査相談担当  主    幹 

 主   査 

 主   任 

 主   事 

 (併)主 査 

 江 森 昌 子 

 古 庄 桃 子 

 菊 池 雄 大 

 桜 田 詩 織 

 桑 名 卓 也 

  

 労働委員会事務局から 

  

  

 本務河川砂防課 

 採用試験担当  主   幹 

 主   査 

 主   査 

 主   任 

 主   事 

 主   事 

 主   事 

 主   事 

 会計年度任用 

 梶 村   将 

 南 亨 

 内 海   誠 

 浅 野 新 吾 

 梶 山 雄 太 

 石 井 早希子 

 猪 俣 由 衣 

 河 見  啓 太 郎 

 大 杉 紘 子 

 共助社会づくり課（いきいき埼玉）から 

  

 下水道管理課から 

  

  

 人事課（博報堂）から 

  

  

 昇任試験担当  主   幹 

 主   査 

 主   査 

 橋 本 直 樹 

 河 村  英 里 香 

 阿 部 正 和 

 秩父地域振興センターから  
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注 数字は、県職員初級、小・中学校事務初級、警察
事務初級の各試験を合計したもの。
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注 平成２８年度は管理栄養士の試験を実施していない。

平成３０年度は栄養士の試験を実施していない。

平成３０、令和元年度は保健師（警察）の試験を実施し

た。

％
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５ 障害者を対象とした採用選考年次別推移
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受験率

％

注 平成２７年度より、身体障害の程度を「１級から４級まで」から「１級

から６級まで」に拡大。

平成２９年度より、年齢の上限を２９歳から３４歳に拡大。

平成３０年度より、精神障害者を対象に追加。

令和元年度より、知的障害者を追加し、年齢の上限を３４歳から５８歳に拡大したほか「県内居住要

件」及び「自力通勤」の要件を撤廃。



9,107

7,971

8,454

8300

6816

5,790
5,854

5,695

5340

4489

3,298
3,130

3,236

2977

2447

830 836 764
649 613

63.6

73.4

67.4

64.3 65.9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

H27 H28 H29 H30 R1

人

年度

６ 警察官採用試験年次別推移
申込者

受験者

第１次試験合格者

最終合格者

受験率（％）
％



318 300 294 301
330

221 198 204
187 208

105 108 110 111 128

35 40 42 41 55

69.5 

66.0 

69.4 

62.1 63.0 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

H27 H28 H29 H30 R1

人

年度

７ 主査級昇任試験年次別推移 有資格者

受験者

第１次試験合格者

最終合格者

受験率(%)
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％



８　職員採用試験に係る自己情報の開示請求の状況

令和２年３月３１日現在

受験者 請求者 率

人 人 ％ 人 人 ％ 人 人 ％

職 員 1,898 341 18.0 1,885 368 19.5 1,644 331 20.1

小 ・ 中 事 務 219 38 17.4 219 29 13.2 232 24 10.3

警 察 事 務 149 20 13.4 172 22 12.8 207 14 6.8

小 計 2,266 399 17.6 2,276 419 18.4 2,083 369 17.7

職 員 195 8 4.1 292 12 4.1 280 23 8.2

小 ・ 中 事 務 171 11 6.4 177 10 5.6 173 0 0.0

警 察 事 務 130 5 3.8 141 12 8.5 171 2 1.2

小 計 496 24 4.8 610 34 5.6 624 25 4.0

266 28 10.5 269 21 7.8 232 19 8.2

300 51 17.0 295 53 18.0 290 59 20.3

3,328 502 15.1 3,450 527 15.3 3,229 472 14.6

請求者 請求者率

平成３０年度平成２９年度

合 計

試 験 区 分

初

級

試

験

経 験 者 職 員

免 許 資 格 職

令和元年度

受験者 率

上

級

試

験

受験者



９　採用候補者等の状況

知事 教育 警察 企業 下水 病院 その他

一般行政 149 241 147 106 30 4 1 4 2 61.0%

福祉 24 33 23 23 69.7%

心理 10 13 9 9 69.2%

設備 22 19 12 6 3 2 1 63.2%

設備（警察） 1 1 1 1 100.0%

総合土木 35 35 22 18 3 1 62.9%

建築 7 10 8 8 80.0%

化学 7 9 8 7 1 88.9%

農業 15 17 14 14 82.4%

林業 4 6 6 6 100.0%

小計 274 384 250 197 30 1 11 4 5 2 65.1%

一般事務 11 20 10 5 5 50.0%

設備 2 3 1 1 33.3%

総合土木 4 6 3 2 1 50.0%

小計 17 29 14 7 5 0 2 0 0 0 48.3%

薬剤師 6 8 6 6 75.0%

獣医師 10 13 12 12 92.3%

保健師 7 11 11 11 100.0%

保健師（警察） 1 0 0 0 0.0%

管理栄養士 2 3 3 2 1 100.0%

栄養士 2 5 3 3 60.0%

司書 12 15 12 12 80.0%

小計 40 55 47 31 15 0 0 0 1 0 85.5%

一般行政 5 6 5 5 83.3%

設備 4 4 4 2 2 100.0%

総合土木 6 5 5 4 1 100.0%

建築 2 2 2 2 100.0%

農業 2 3 3 3 100.0%

小計 19 20 19 16 0 0 3 0 0 0 95.0%
海外活動等経

験者区分
一般行政 2 2 2 2 100.0%

352 490 332 253 50 1 16 4 6 2 67.8%

18 24 19 19 79.2%

14 28 12 12 42.9%

32 52 31 0 31 0 0 0 0 0 59.6%

29 39 30 30 76.9%

15 15 7 7 46.7%

44 54 37 0 0 37 0 0 0 0 68.5%

男性 144 204 110 110 53.9%

女性 35 63 45 45 71.4%

男性 8 30 13 13 43.3%

女性 5 9 2 2 22.2%

男性 121 231 164 164 71.0%

女性 25 66 45 45 68.2%

338 603 379 0 0 379 0 0 0 0 62.9%

Ⅰ類 4 2 2 2 100.0%

Ⅰ類 4 3 2 2 66.7%

Ⅰ類 3 2 0 0.0%

Ⅱ類 2 3 3 3 100.0%

351 613 386 0 0 386 0 0 0 0 63.0%

779 1,209 786 253 81 424 16 4 6 2 65.0%

初級試験

国際捜査

試　験　区　分 職種

採用候補
者名簿登
載者数
（人）

採用者
合計
（人）

採用者の任命権者別内訳

武道・体育指導

職員採用試験

上級試験

免許資格職

経験者試験

民間企業等職
務経験者区分

初級

サイバー犯罪捜査

警　察　官　　　計

採用率
（％）

県　職　員　　　計

小・中学校事務
上級

初級

　 小・中学校事務　　　計

計

サイバー犯罪捜査

総　　合　　　計

採用
予定者数

（人）

警　察　事　務　　　計

警察官採用試験

Ⅰ類

Ⅱ類

Ⅲ類

警察事務
上級



１０　採用試験及び採用選考の公募の方法について

掲載日 掲載内容 配布時期 配布方法

・試験区分 ・人事委員会事務局ホームページで公開

上級試験 (１次) ・受験資格 　（ホームページの閲覧ができない場合のみ郵送で配布）

免許資格職試験 6/23 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ ・第１次試験日 埼玉　5/1

(薬剤師、獣医師、 (２次) 5/8～5/21 ・受験案内の配布方法 ・県内警察署及び採用センターで配布（警察事務のみ）

保健師、管理栄養士）7/8～8/15

・試験区分

初級試験 (１次) ・受験資格

免許資格職試験 9/29 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ ・第１次試験日

(司書、栄養士) (２次) 8/19～8/30 ・申込受付期間

10/17～10/31 ・受験案内の配布方法

(１次) ・試験区分 ・人事委員会事務局ホームページで公開

経験者試験 9/29 ・受験資格 　（ホームページの閲覧ができない場合のみ郵送で配布）

（民間企業等、 (２次) ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ ・第１次試験日

海外活動等） 11/2 8/19～8/30 ・申込受付期間

(３次) ・受験案内の配布方法

12/1

郵送 ・受験資格 ・県民案内室、地域振興センター、県税事務所(３か所)、

障害者 (１次) 7/5～9/6 ・第１次選考日 　総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ、県内の公共職業安定所等で配布

（身体、 10/20 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ ・申込受付期間 ・県内の大学、短大、高校及び特別支援学校に送付

　精神 (２次) 8/14～9/6 ・受験案内の配布方法 ・総務省、人事院、各都道府県、政令指定都市、特別区及び

　知的） 11/16 持参 　県内市町村に送付

9/2～9/6 　 ・住宅供給公社住まい相談プラザ等で配布

郵送・持参 ・全国の看護師養成校（公立、準公立、私学）に送付

5/19 3/1～4/24 3/1から ・埼玉県立大学、県立高等看護学院及び県立常盤高校で

　説明会を実施するとともに、学生全員に配布

12/7 10/1～11/21 10/1から ・目白大学、西武文理大学、日本医療科学大学などで開催された

　私立大学主催の説明会でブース来場者に配布

・看護師募集ウェブサイトに掲載

・県民案内室、地域振興センター、県税事務所(３か所)、

　東京事務所及びヤングキャリアセンター埼玉で配布

・全国の大学、県内・近県の短大及び県内の高校に送付

・総務省、人事院、各都道府県、政令指定都市、特別区及び

　県内市町村に送付

・住宅供給公社住まい相談プラザで配布

5/7 5/1

5/7 8/1

5/7

区分
試　験
(選　考)
実施日

申　込
受　付
期　間

公募の方法

告示
(県報)

受験案内の配布彩の国だより
テレビ・ラジオ等 新聞

3/1から

7/5から

5/7から

　　ポスター・パンフレット　採用試験の案内及び県の施策のＰＲなど

主

な

採

用

選

考

が

公

募

’

’

人

事

委

員

会

が

公

募

'

任

命

権

者

看護師

8/1

8/1

5/7から

NACK5「モーニングスク
エア」7/23

時事通信社
iJAMP8/26

NACK5「モーニングスク
エア」5/8



１１　令和元年度インターネット利用状況

 (1) ホームページ閲覧数

月別件数 累　計

　４月 20,656 20,656

　５月 30,386 51,042

　６月 23,302 74,344

　７月 35,319 109,663

　８月 29,102 138,765

　９月 14,138 152,903

１０月 17,033 169,936

１１月 4,803 174,739

１２月 10,487 185,226

　１月 13,182 198,408

　２月 16,346 214,754

　３月 22,603 237,357

 (2) 合格発表サイト閲覧数

試験の種類 発　表　日 件数

上級等第１次合格 令和元年7月2日 22,415

上級等最終合格 令和元年8月26日 17,730

初級等第１次合格 令和元年10月9日 14,470

経験者第１次合格 令和元年10月23日 14,578

経験者第２次合格 令和元年11月19日 16,219

初級等最終合格 令和元年11月28日 8,578

経験者最終合格 令和元年12月13日 6,897

注１ 上級等は、県職員上級、小・中学校事務上級、警察事務上級、免許資格職（司書除く）を合計したもの。

注２ 初級等は、県職員初級、小・中学校事務初級、警察事務初級、免許資格職（司書）を合計したもの。



１２　県及び国における給与勧告（改定）の年次別推移

（％） （円） （％） （円）

率 金　　額 率 金　　額

0.93 3,867 H20.10.16 － － H20.8.11

△0.18 △758 H21.9.15 △0.22 △863 H21.8.11

△0.13 △539 H22.9.17 △0.19 △757 H22.8.10

－ － H23.10.27 △0.23 △899 H23.9.30

－ － H24.10.18 － － H24.8.8

－ － H25.10.17 － － H25.8.8

0.37 1,486 H26.10.16 0.27 1,090 H26.8.7

0.45 1,781 H27.10.19 0.36 1,469 H27.8.6

0.42 1,641 H28.10.20 0.17 708 H28.8.8

0.24 949 H29.10.19 0.15 631 H29.8.8

0.17 662 H30.10.18 0.16 655 H30.8.10

0.12 446 R1.10.23 0.09 387 R1.8.7
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